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ⓕ「定款等の定めにより公益目的事業財産となった額」欄 

・○から始まる２つの説明を（ア）、（イ）及び（ウ）から始まる３つの説明に変更。 

・例１を新設。「・・・及び他会計振替していなくても公益目的事業の経費等に費消

した場合は、その財産の合計額。」を追記。 

・従来の例１を例２に変更。 

・従来の例２を例３に変更。「公益法人となった場合」⇒「公益社団・財団法人とな

った場合」に変更。 
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ⓒ「公益目的保有財産の運用益等」欄 

・ただし書きの箇所を次のとおり変更。 

「 その際、時価法を適用する金融資産を公益目的保有財産としている場合の時

価評価益については、公益認定が取り消された場合等に一括して計算しますの

で毎年度の記載は不要です。 

  ただし、取得時の価額等の記録は保存するなどして、時価評価益を一括して適

切に計算できるようにしておいてください。 

  なお、実際の取消しなどを待たずに、これまでの時価評価損益を直近の時点で

適切に計算し、その後は、毎年度の時価評価損益を記載する方法（時価法を適

用する金融資産に関する措置）をとることも可能です。その場合、別表 H(1)の 1

欄の横にあるチェックボックスに「レ」を記載してください。」 

 

ⓓ「公益目的保有財産に生じた費用及び損失」欄 

・なお書きの箇所を次のとおり変更。 

「 その際、時価法を適用する金融資産を公益目的保有財産としている場合の時

価評価損については、公益認定が取り消された場合等に一括して計算しますの

で毎年度の記載は不要です。 

  ただし、取得時の価額等の記録は保存するなどして、時価評価損を一括して適

切に計算できるようにしておいてください。 

  なお、実際の取消しなどを待たずに、これまでの時価評価損益を直近の時点で

適切に計算し、その後は、毎年度の時価評価損益を記載する方法（時価法を適

用する金融資産に関する措置）をとることも可能です。その場合、別表 H(1)の 1

欄の横にあるチェックボックスに「レ」を記載してください。」 

 

≪参考≫公益目的事業財産について 

・「・・・整理することができます（公益認定等ガイドライン p.23、・・・）。」⇒「・・・整理

することができます（公益認定等ガイドラインⅠ17．(4)、・・・）。」に変更。 
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《法令の表記》 

 

法人法     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48

号） 

法人法施行規則 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成 19年

法務省令第 28号） 

認定法     公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年

法律第 49号） 

認定法施行令  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令（平

成 19年政令第 276号） 

認定法施行規則 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

（平成 19年内閣府令第 68号） 

整備法     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成 18年法律第 50号） 

================================================================ 

根拠法令の条数等を（ ）囲みの中で示す場合は、次の略式で表記しています。 

   ＜例＞ ○○○法第 1条第 2項第 3号 ⇒ ○○○法§1Ⅱ③ 
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Ⅰ 定期提出書類の作成・提出・開示手続の概要 
 

Ⅰ-1 定期提出書類の作成等 
 

  
公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが求められる

ことから、その事業運営において透明性が確保されていなければなりません。このような観点

から、公益法人は、事業計画、事業報告等に関する書類の作成・提出・開示が求められていま

す。 

 

公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支予算書及

び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（以下「事業計画書等」という。）を作成し、

当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる事務所に備

え置く必要があります 1（認定法§21Ⅰ、認定法施行規則§27）。 

 

また、法人法で定める計算書類等（貸借対照表及び損益計算書、事業報告並びにこれらの附

属明細書（監査報告又は会計監査報告 2を含む。）をいう。以下同じ。）のほか、毎事業年度経

過後３箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類、キ

ャッシュ･フロー計算書 3、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち

重要なものを記載した書類を作成し、これらの書類を５年間主たる事務所に、これらの書類の

写しを３年間従たる事務所に備え置く必要があります 1（認定法§21Ⅱ、認定法施行規則§28

Ⅰ）。 

 

このほか、公益法人となった最初の事業年度においては、財産目録 4、役員等名簿及び役員

等の報酬等の支給の基準を記載した書類について、公益認定を受けた後（特例民法法人が移行

認定を受けて公益法人となった場合は、移行の登記をした日以後）遅滞なく作成し、これらの

書類を５年間主たる事務所に、これらの書類の写しを３年間従たる事務所に備え置く必要があ

ります（認定法§21Ⅱ、認定法施行規則§28ⅠⅡ、整備法§113）。 

 

公益法人は、上記の書類や定款、社員名簿について、閲覧の請求があった場合、正当な理由

                                                                         
1 特例民法法人が移行認定を受けて公益法人となった場合の最初の事業年度に係る事業計画書等については、移行の登記をし

た日以後遅滞なく作成し、備え置く必要があります。 

   また、一般法人が公益認定を受けて公益法人となった場合の最初の事業年度に係る事業計画書等については、公益認定を受

けた後遅滞なく作成し、備え置く必要があります。 
2 会計監査報告については、会計監査人を置いていない法人にあっては、作成、備置きは不要です。 
3 キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない法人は、会計監査人の設置が義務づけられている法人のみです。ただ

し、法人において任意に作成している場合は、主たる事務所に備え置く必要があります（認定法施行規則§28Ⅰ）。 
4 公益認定を受けた後（移行の登記をした日以後）遅滞なく作成することとされている財産目録は、公益認定を受けた日（移

行の登記をした日）の前日時点で作成してください。なお、当該財産目録は認定法§21Ⅱの規定により作成されるものですの

で、認定法施行規則§31の規定が適用されます。したがって、公益目的保有財産を有する場合には、認定法施行規則§25Ⅰ

の方法により表示をしなければなりません。 
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なくこれを拒んではならないこととされています（認定法§21Ⅳ）。 

 

さらに、事業計画書等については毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁へ提出する必要

があります 5。財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類、キャッ

シュ･フロー計算書、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な

ものを記載した書類、社員名簿並びに計算書類等（以下「事業報告等に係る提出書類」という。）

については毎事業年度経過後３箇月以内に、行政庁に提出する必要があります 6（認定法§22

Ⅰ）。 

 

 なお、公益法人が事業、役員等の変更を行う場合は、その内容に応じて、あらかじめ行政庁

の認定を受け、又は事後遅滞なくに行政庁に届け出る必要がありますので、この点についても

留意が必要です（定期提出書類の提出をもって、変更認定申請又は届出に代えることはできま

せん。）。

                                                                         
5 公益法人となった場合の最初の事業年度に係る事業計画書等については、行政庁への提出は不要です。 
6 公益認定を受けた後（特例民法法人が移行認定を受けて公益法人となった場合は、移行の登記をした日以後）遅滞なく作成

することとされている財産目録、役員等名簿及び役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類については、行政庁への提出は

不要です。 

  ただし、財産目録については、特例民法法人が移行認定を受けて公益法人となった場合は、公益法人としての最初の事業年

度終了後３箇月以内に、他の必要書類とともに提出する必要があります（認定法施行規則附則Ⅳ）。詳細は、61ページをご覧

ください。 
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Ⅰ-2 定期提出書類の提出等の流れ 

 

 行政庁に提出された事業計画書等及び事業報告等に係る提出書類については、提出を受

けた行政庁においても、閲覧、謄写の請求に応ずることのほか（認定法§22Ⅱ）、これらの

書類の写しを委員会 7に送付しなければならないこととなっています（認定法§45Ⅰ）。 

 

なお、行政庁としては、事業計画書等及び事業報告等に係る提出書類において、公益法

人が認定申請書に記載していた公益目的事業がその記載どおりに実施されているか否か、

公益目的事業比率が５０％以上であるか否か、事業資金（特定費用準備資金、資産取得資

金等）が計画どおり使用されているか否か等について確認し、必要に応じて報告徴収、立

入検査、勧告、命令、公益認定の取消しなど監督上の必要な措置を講じることがあります。 

 

事業計画書等及び事業報告等に係る提出書類の提出等の流れは、下図のとおりです。 

 

 

                                                                         
7 行政庁が国の場合は公益認定等委員会、都道府県の場合は合議制機関（都道府県ごとに名称が異なります。）です。 
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Ⅰ-3 定期提出書類（様式）の入手方法 

 

 定期提出書類（様式）を入手するには、①ポータルサイトでの入手、②行政庁の窓口で

の入手、③郵送による送付依頼の 3とおりの方法があります。 

(1)  ポータルサイトでの入手  

    ポータルサイト『公益法人インフォメーション』<https://www.koeki-info.go.jp/>

にアクセスし、「法人の申請窓口」の箇所で、ID 及びパスワードを入力してから、ログ

イン後、定期提出書類（様式）を選択することにより、提出書類（様式）をダウンロー

ドすることができます。 

    ID 及びパスワードを取得していない場合は、次の手続により ID 及びパスワードを取

得できます。 

① 行政庁から簡略コードの発行を受ける。 

② ポータルサイトの中の「電子申請開始申し込み」にアクセスする。 

③ 法人コード及び簡略コードを入力し、ID及びパスワードを取得する。 

 

    下記(2)・(3)による入手も可能ですが、ポータルサイトで電子ファイルを入手する方

法の方が、入手自体簡便な上、記載に際しても利便性に優れていますので、行政庁とし

ては、ポータルサイトでの入手をお奨めしています。 

 

(2)  行政庁の窓口での入手  

    行政庁に来訪され、担当の窓口で申し出ていただければ、定期提出書類（様式）を手

交しています。 

 

(3)  郵送による送付依頼  

    郵送による入手を希望される法人は、次の事項を記載した申込書と、返送先（宛て所

及び宛て名）を記載し、かつ、必要金額の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封の上、

行政庁に郵送してください。郵送申込みを受けた行政庁は、記載事項と必要金額の郵便

切手貼付等を確認の上、定期提出書類（様式）を郵送します。 

記 載 事 項 

① 申込年月日 ④ 送付先の部署又は担当者氏名 

② 法人の名称 ⑤ 法人の代表電話番号 

③ 法人の郵便番号及び住所 ⑥ 入手したい定期提出書類（様式）

の種類 

 

http://www.koeki-info.go.jp/
https://www.koeki-info.go.jp/
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Ⅱ 事業計画書等の記載方法等 
 

Ⅱ-1 提出書類の構成 

 

 事業計画書等は、次のとおり、提出書（かがみ文書）に続いて、事業計画書、収支予算書及

び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成するほか、これらの書類について理事

会（社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会）の承

認を受けたことを証する書類を添付する必要があります（認定法施行規則§37）。 

 

提出書（かがみ文書） ……… 
記載方法等については、6

頁をご覧ください。 

  ↓   

事業計画書、収支予算書 ……… 

事業計画書は、当該事業年

度に実施する事業を明確

に記載してください。 

  ↓   

資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類 

……… 
記載方法等については、 

7頁をご覧ください。 

↓   

理事会等の承認を受けたことを証する書類 ……… 
議事録（写し）を添付して

ください。 

 

 

 

  以下では、提出書類（様式）の各頁に、該当箇所を記載するに際して必要と思われる記載

要領、記載例等の注釈を付しているほか、参考情報として用語や制度等の解説  や、特に注

意すべき事項  をお示ししています。また、書類を作成する必要がない場合を  でお示し

しています。 

 

 

各提出書類の記載に当たり、様式の表の行が足りない場合には、適宜、行を追加してください。 



 6 

 

Ⅱ-2 提出書（かがみ文書） 

8 

9 

                                                                         
8 移行認定又は公益認定を受けた行政庁（その後変更認定を受けている場合には、その行政庁）を記載してください。 

例）行政庁が内閣府の場合は「内閣総理大臣○○●●」、都道府県の場合は「○○都道府県知事●●△△」と記載してくださ

い。 
9 代表者の氏名が外国語表記である場合には、外国語の発音をカタカナに当てはめて、記載してください。 

 

 

 

 

 

  年  月  日 
 

 

       殿 

 

                    法人の名称 

                    代表者の氏名        印 

 

事業計画書等に係る提出書 

 

下記に掲げる事業計画書等について、公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律第 22条第 1項の規定により、提出します。 

 

記 

１ 事業計画書 

 

２ 収支予算書 

 

３ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 

 

４ １から３までに掲げる書類について理事会（社員総会又は評議員会の承認

を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会）の承認を受けたこと

を証する書類 

 

法人コード  

法人名  

担当者 

氏名  

電話番号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

提出先の行政庁名 8を記載してください。 

ⓑ 提出先行政庁 

法人の現在の名称、代表者の氏名 9を記載してくださ

い。なお、電子申請の場合には、法人の代表者印の押

印は不要です。 

ⓒ 提出法人 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

和暦で提出年月日（行政庁へ送信する日）を記載して

ください。 

※日付については日付入力をクリックしていただき、

カレンダーから該当日を選択してください。 

ⓐ 提出日 

提出書類のうち、収支予算書については、損益計算ベースかつ事業別に区分された収

支予算書数値が記載されている必要があります。 

前年度における事業報告で発生した剰余金の解消計画立案のための検討スケジュール

を具体的に示した場合、機関決定された剰余金の解消計画（様式自由）を提出してく

ださい（ＦＡＱ問Ⅴ-２-⑥参照）。 
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Ⅱ-3 資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

 
（１）資金調達の見込みについて 

    当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借

入先等を記載してください。 

借入れの予定 □ あり □ なし 

事業 

番号 
借入先 金額 使途 

  

 

 

 

 

 

 

（２）設備投資の見込みについて 

     当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、

設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。 

設備投資の予定 □ あり □ なし 

事業 

番号 
設備投資の内容 

支出又は収入の 

予定額 

資金調達方法 

又は取得資金の使途 

  

 

 

 

 

    

     

自  年  月  日 法人コード  事業

年度 至  年  月  日 法人名  

 

ⓑ 

財産の価額、法人の総資産に占める割合、財産の保有

目的等を考慮の上、法人において「重要な設備投資」

であると判断するものについて、その内容等を記載し

てください。 

ⓐ 設備投資の見込みについて 

この様式は、法人において主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、閲覧の請求に応じる必要があります（認定法§

21ⅠⅣ、1頁参照）。また、提出を受けた行政庁においても、閲覧、謄写の請求に応じることとなります（認定法§22Ⅱ）。 

資産取得資金の取崩しによって設備投資を行う場合

は、「○○資金の取崩し」のように記載してください。 

ⓑ 資金調達方法又は取得資金の使途 

ⓐ 
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Ⅲ 事業報告等に係る提出書類の記載方法等 
 

Ⅲ-1 提出書類の構成 

 

  事業報告等に係る提出書類は、次のとおり、かがみ文書に続いて、記載事項のまとまりに

即して、別紙 1～別紙 4及び別紙 5に示すその他添付書類と参考資料から構成されています。 

 

提出書（かがみ文書） ……… 
記載方法等については、

9頁をご覧ください。 

  ↓   

別紙 1：運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ

れらに関する数値のうち重要なものを記載した書

類について 

……… 
記載方法等については、

10頁をご覧ください。 

  ↓   

別紙 2：法人の基本情報及び組織について ……… 
記載方法等については、

12頁をご覧ください。 

↓   

別紙 3：法人の事業について ……… 
記載方法等については、

14頁をご覧ください。 

  ↓   

別紙 4：法人の財務に関する公益認定の基準に係る

書類について 
……… 

記載方法等については、

22頁をご覧ください。 

  ↓   

別紙 5 その他の添付書類 ……… 
記載方法等については、

61頁をご覧ください。 

↓   

参考資料 ……… 
記載方法等については、

66頁をご覧ください。 
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Ⅲ-2 提出書（かがみ文書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
101112 

                                                                         
10 移行認定又は公益認定を受けた行政庁（その後変更認定を受けている場合には、その行政庁）を記載してください。 

 例）行政庁が内閣府の場合は「内閣総理大臣○○●●」、都道府県の場合は「○○都道府県知事●●△△」と記載してくださ

い。 
11 代表者の氏名が外国語表記である場合には、外国語の発音をカタカナに当てはめて、記載してください。 

 
 

 

 
年   月   日 

 

      殿 

 

                    法人の名称 

                    代表者の氏名        印 

 

 

事業報告等に係る提出書 

 

下記に掲げる財産目録等について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第２２条第１項の規定により、提出します。 

 

記 

 
１ 財産目録 
 
２ 役員等名簿 

 

３ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 

 

４ 社員名簿 

 

５ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１２９条第１項（同法第１９９条にお

いて準用する場合を含む。）に規定する計算書類等 

 

６ キャッシュ・フロー計算書 

 

７ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第２８条第１項第２号

に掲げる書類（別紙１） 

 

８ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第３８条第１項第２号

及び第３号に掲げる書類（別紙２、別紙３及び別紙４） 

 

９ 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書  

提出書類のうち、計算書類等については、法人法等に

定められた法人の意思決定を経たものを提出してく

ださい。その他の提出書類についても、少なくとも理

事会の決議を経た上で、行政庁へ提出してください。 

和暦で提出年月日（行政庁へ送信する日）を記載して

ください。 

※日付については日付入力をクリックしていただき、

カレンダーから該当日を選択してください。 

ⓐ 提出日 

提出先の行政庁名 10を記載してください。 

ⓑ 提出先行政庁 

法人の現在の名称、代表者の氏名 11を記載してくださ

い。なお、電子申請の場合には、法人の代表者印の押

印は不要です。 

ⓒ 提出法人 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 
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Ⅲ-3 別紙 1：運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のう
ちの重要なものを記載した書類について 

 

 

 

 

 

【別紙１：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第２８条第１項第２号に掲げる書類】 

 

 
 
 

運営組織及び事業活動の状況の概要等について 

 

１．法人の基本情報について 
法人の名称  
設立登記日（注）  

法人の目的 
 

主たる事務所の所在場所  
社員の資格の得喪の条件 
（公益社団法人のみ）  
社員の数（公益社団法人のみ）  人 

注 旧民法に基づき設立された法人にあっては、新制度への移行登記をした日付になります。 

 

２．事業活動等について 
（１）収支相償 

収益事業等から生じた利益の繰入割合 ５０％ □   ５０％超 □ 

第 2 段階の合計 
収入の額 費用の額 

  円  円 

収入＞費用の場合の対応 
 

 
（２）公益目的事業比率 

公益目的事業比率（①欄の額÷①欄～③欄の合計額）  ％ 

① 公益実施費用額  円 

② 収益等実施費用額  円 

③ 管理運営費用額  円 
 
（３）寄附を受けた財産の額 

寄附を受けた 

財産の額  円 

うち個人から  円 

うち法人から  円 
 

事業 

年度 

自  年  月  日 法人コード  

至  年  月  日 法人名  

 

 

「収入の額」、「費用の額」欄は、別表Ａ(1)13 欄又は

別表Ａ(2)16欄から転記してください。 

「収入＞費用の場合の対応」欄は、別表Ａ(1)の「収

支相償の額（収入－費用欄）がプラスとなる場合の今

後の剰余金の扱い等」の欄（以下「剰余金の扱い欄」

という。）で記載した内容を記載してください。この

場合、剰余金の扱い欄において、事業名を「公１」と

記載している場合であっても、この様式においては、

「○○事業」のように、事業の内容が分かる記載とし

てください。 

※収益事業等を営んでいない場合は５０％に☑（チェ

ック）してください。 

この様式は、法人において主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、閲覧の請求に応じる必要があります（認定法§

21ⅡⅣ、1頁参照）。また、提出を受けた行政庁においても、閲覧、謄写の請求に応じることとなります（認定法§22Ⅱ）。 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

定款における目的を簡潔に記載してください。 

ⓐ 法人の目的 

登記済みの主たる事務所の所在場所を登記のとおり

記載してください。 

ⓑ 主たる事務所の所在場所 

定款における内容を要約して記載してください。 
 

ⓒ 社員の資格の得喪の条件 

ⓓ 収支相償 

ⓓ 

ⓔ 

別表 B(1)3 欄、13 欄、23 欄、33 欄より転記してくだ

さい。 

ⓔ 公益目的事業比率 

寄附を受けた財産がある場合は、損益計算書等より記

載してください。 

指定正味財産増減の部に計上したものも含め、法人全

体の金額を記載してください（指定正味財産より一般

正味財産に振替えた金額は除いてください。）。 

ⓕ 寄附を受けた財産の額 

ⓕ 
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（４）金融資産の運用収入の額 

金融資産の運用収入の額  円 

 

（５）資産、負債及び正味財産の額 

負債額  円 
資産額 

 円 正味財産額  円 

 

（６）遊休財産額 

遊休財産額の保有上限額  円 

遊休財産額  円 

 

（７）当事業年度の末日における公益目的取得財産残額 

公益目的取得財産残額（①欄＋②欄の合計額）  円 

① 公益目的増減差額  円 

② 公益目的保有財産の帳簿価額の合計額  円 

  

（８）理事、監事及び評議員の報酬等の額 

理事等の報酬等の総額  円 

（うち、退職手当の額）  円 

 

（９）公益法人認定法に基づく行政庁からの勧告又は命令の有無  

当事業年度の勧告又は命令の有無（注） 無□   有□ 
注 当事業年度以前に受けた勧告又は命令でまだ改善がなされていないものを含みます。  

別表 C(1)40欄、41欄より転記してください。 

ⓘ 遊休財産額 

貸借対照表より転記してください。 

ⓗ 資産、負債及び正味財産の額 

当該事業年度において、認定法§28の規定により行政

庁から受けた勧告又は命令の有無をチェックしてく

ださい。 

また、当該事業年度以前に受けた勧告又は命令でまだ

改善がなされていないものがあれば、「有」にチェッ

クしてください。 

ⓛ 勧告又は命令の有無 

金融資産の運用収入がある場合は、損益計算書より転

記してください。法人全体の金額を記載してくださ

い。 

ⓖ 金融資産の運用収入の額 

ⓚ 

ⓘ 

ⓙ 

ⓗ 

ⓖ 

理事、監事及び評議員に対して支給された報酬等の額

を記載してください。 

ⓚ 理事、監事及び評議員の報酬等の額 

ⓛ 

別表 H(1)1欄、21欄、24欄より転記してください。 

ⓙ 公益目的取得財産残額 
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Ⅲ-4 別紙 2：法人の基本情報及び組織について 

 

 
【別紙２：法人の基本情報及び組織について】 
 

自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 

１．基本情報 
フリガナ  

法人の名称  

主たる事務所の住所及び連絡先  
〒 都道

府県 
 市区

町村 
  

住所 

番地等 
 

（建物名又は部屋番号がある場合は、記載してください。） 

 代表電話番号  ＦＡＸ番号  

 代表電子メールアドレス  ＠  
 ホームページアドレス   
代表理事の氏名  
事業年度  月  日 ～  月  日 

担当者（注）  
 氏名（又は名称）  役職（又は担当者名）  
 電話番号  ＦＡＸ番号  

 電子メールアドレス  ＠  
 

事業の概要 
 

 

注 代理人による提出の場合は委任状を添付し、代理人が法人の場合は「氏名」の欄に名称を、「役職」欄に担当者名

を記載してください。 

  

 

 

 

電子メールアドレスがない場合は、記載不要です。 

ⓐ 電子メールアドレス 

ＦＡＸがない場合は、記載不要です。 

ⓑＦＡＸ番号  

ホームページがない場合は、記載は不要です。 

ⓒ ホームページアドレス 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓑ 

ⓐ 

ⓓ 

法人全体の事業の概要を 100文字以内で記載してくだ

さい。 

なお、ここで記載された内容がポータルサイト「公益

法人インフォメーション」の法人検索画面において、

法人名、住所などと共に法人の事業概要として表示さ

れます。 

ⓓ 事業の概要 

別紙２（本頁及び次頁）については、当該事業年度末日の

状況を記載してください。 
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２．組織 
  (1) 社員について（公益社団法人の場合のみ） 

社員の数  人 
 （代議員制を採用している場合） 

社員（代議員）を選出する会員の数（注１）  人 

社員の資格の得喪に関する定款の条項（注２）  

法人の目的、事業内容に照らして当該条項が合理的な関連性及び必要性があることについて  

 

 

 

社員の議決権に関する定款の条項  
社員の議決権に関して当該条項により社員ごとに異なる取扱いをしている場合、法人の目的に照らして不当に差

別的な取扱いをしないものであることについて 
 

 

 

 

 

 
(2) 評議員について(公益財団法人の場合のみ) 

 
 

常勤 非常勤 計 

評議員の数  人  人  人 
評議員に対する報酬等の支給の額を定める定款の条項を記載してください。 

定款の条項  

 
(3) 理事及び監事について 

 
 

常勤 非常勤 計 

理事の数  人  人  人 
監事の数  人  人  人 

  
(4) 会計監査人について 

会計監査人の氏名又は名称 会計監査人設置の有無 
□ 設置 □ 不設置  

 
(5) 会員等について（注３） 
会員等区分の名称 会員の数 会員等区分の名称 会員の数 

  人   人 
  人   人 
  人   人 
 
(6) 職員について 

職員の数  人 うち常勤  人 

   
(7) 社員総会等の開催状況について 

 開催年月日 主な決議事項等 

  

  社員総会 

  

  

  評議員会 

  

  

  

  

  

  

理事会 

  

注１ 定款において、資格を有する者（会員）の中から社員（代議員）を選出する規定を設けている法人については、当該会員

の数を記載してください。 
注２ 定款のほかに、社員の資格の得喪に関する細則を定めている場合には、添付してください。 
注３ 定款において会員等を置く旨が定められている場合、定款のほかに会員等の位置づけ及び会費に関する細則を定めている

ときは、これらの細則を添付するとともに、本欄に会員等の区分ごとの数を記載してください。  

当該事業年度の末日時点の数を記載してください。 

なお、会員等一定の資格を有する者の中から一般社団

法人の社員を定める、いわゆる「代議員制」を採用し、

その旨を定款に規定している法人においては、社員の

数に加え、社員（代議員）を選出する会員の数を記載

してください。 

ⓐ 社員の数 

社員総会において行使できる議決権について、社員間

で異なる取扱いをする定款の定めがある場合にのみ

記載してください。 

議決権は原則として 1社員 1議決権となりますが、定

款に別段の定めを置くこともできます。ただし、その

場合は、この欄に、その定めが社員の議決権に関して、

当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをし

ないものであること、また社員が提供した金銭その他

の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないもの

であることを説明してください。 

公益認定を受けた際の記載と変わりなければ、これと

同様の内容を記載することも可能です。 

ⓑ 社員の議決権 

当該事業年度の末日時点の数を記載してください。 

最低でも週 3 日以上出勤する者は「常勤」、それ未満

の者は「非常勤」として記載してください。 

ⓒ 役員の「常勤」「非常勤」の欄 

名称を問わず、定款において法人の関係者として、継

続的に一定の会費等を支払う者（会員等）について、

当該事業年度の末日時点の数を記載してください。 

なお、代議員制を採用している法人については、(1)

の「社員（代議員）を選出する会員の数」の欄に併せ

て記載した会員等の数についても、この欄に記載して

ください。 

ⓓ 「会員等について」の欄 

当該事業年度の末日時点の数を記載してください。 

最低でも週 3日以上出勤する者は「常勤」として、こ

の欄に記載してください。なお、常勤職員には、パー

ト、アルバイトや派遣の形態であっても、長期的（1

年以上）勤務を行う（予定も含む。）者を含みます。 

なお、理事が職員を兼務している場合は理事として取

り扱い、職員には含めません。 

ⓔ 職員の「常勤」の欄 

ⓐ 

ⓑ 

ⓓ 

ⓔ 

ⓒ 

ⓕ 

当該事業年度中に実施した、社員総会、評議員会、理事会の開催

日と主な決議事項等を記載してください（決議の省略によるもの

を含みます。）。 

 

 

ⓕ 社員総会等の開催状況の欄 

定時社員総会（定時評議員会）の決算承認については、理事会開催後、原則として、中 2 週間の間隔を空けないと法人法

§129Ⅰの要件を満たさないことになりますので御注意ください。 
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Ⅲ-5 別紙 3：法人の事業について 

 

  １.  事業の一覧 

  

   事業には次の３種類があり、それぞれ個票を作成していただきますが、この頁は、全体

を総括する一覧表になります。 

   ┌公益目的事業           ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 別紙３－２．(1) 

   │       ┌収益事業     ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞ 別紙３－２．(2) 

   └収益事業等 ―┤ 

           └その他の事業（相互扶助等事業）＝＝＝＞ 別紙３－２．(3) 

 
 

【別紙３：法人の事業について】 

 
自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 
１．事業の一覧 

事業の 

区分 

事業 

番号 
事業の内容 

公１ 
 
 

公２ 
 
 

公３ 
 
 

公４ 
 
 

公５ 
 
 

公６ 
 
 

公７ 
 
 

公８ 
 
 

公
益
目
的
事
業 

公９ 
 
 

収１ 
 
 

収２ 
 
 

収
益
事
業 

収３ 
 
 

他１ 
 
 

収
益
事
業
等 

そ
の
他
の
事
業 他２ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

「事業番号」及び「事業の内容」の欄は、移行認定又

は公益認定を受けた際（その後変更認定を受け、又は

変更届出をしている場合には、当該変更の際）に記載

したとおり、その事業の実態や性質に即して区分した

単位ごとに記載してください。 

ⓐ 事業の一覧 

 

複数の事業や施設、事業所、支部が存在する場合、法人の全体像を俯瞰するため、「事業・組織体系図の作成上の留意点」及

び「事業・組織体系図の例」を参照（65 頁）の上、事業の体系、施設や事業所、支部事務所の所在地等をまとめた図を添付

してください。ただし、既に行政庁に提出している場合であって、その内容に変更がないときは添付不要です。 

ⓐ 
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【別紙３：法人の事業について】 

 
自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 
１．事業の一覧 

事業の 

区分 

事業 

番号 
事業の内容 

公１ 
 
 

公２ 
 
 

公３ 
 
 

公４ 
 
 

公５ 
 
 

公６ 
 
 

公７ 
 
 

公８ 
 
 

公
益
目
的
事
業 

公９ 
 
 

収１ 
 
 

収２ 
 
 

収
益
事
業 

収３ 
 
 

他１ 
 
 

収
益
事
業
等 

そ
の
他
の
事
業 他２ 

 
 

  

「事業の内容」は、移行認定又は公益認定を受けた際

（その後変更認定を受け、又は変更届出をしている場

合には、当該変更の際）に記載したとおり、事業内容

が特定できる程度に具体的に記載してください。 

ⓑ 事業の内容 

ⓑ 

【数年後に実施予定の事業について】 

数年後に実施を予定している事業について、あらかじめ認定を受けている場合は、認定申請時と同様に記載

してください。当該事業について、事業の実施年度において申請時とその内容に異なる点がなければ、改め

て変更認定申請等を行う必要はありません。 

また、当該事業について特定費用準備資金又は資産取得資金を計上する場合は、別表 C(4)又は別表 C(5)にも

記載してください。 
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 ２. 個別の事業の内容について 

 

(1) 公益目的事業について 
 

２．個別の事業の内容について 
 
（１） 公益目的事業について             （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 当該事業の事業比率 

   ％ 

 
〔１〕事業の概要について（注１） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔２〕事業の公益性について  

定款（法人の事業又は目的）上の根拠  

事業の種類 

（別表の号） （本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。） 

 
 

 

 
 

 

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注２)。） 

チェックポイント事業区分 

（下欄▼ボタンをクリックして、法人の事業に該当の区分を

選択してください。事業区分ごとのチェックポイントがその

下に表示されます。該当する事業区分がないと考える場合に

は、最後の「上記事業区分に該当しない場合」を選択してく

ださい。） 

チェックポイントに該当する旨の説明 

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、 

できるだけ対応するように、 

どのように事業を行うのかがわかるように 

記載してください。） 

 

 

 

 

 

その他説明事項  

 
事業区分を選択してください。 ▼ 

区分ごとのチェックポイント 

………………………… 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓐ ⓑ 

ⓒ 

ⓓ 

別紙３「１．事業の一覧」に記載した「事業番号」及

び「事業の内容」を記載してください。 

ⓐ 事業番号及び事業の内容 

移行認定又は公益認定を受けた際（その後変更認定を

受け、又は変更届出をしている場合には、当該変更の

際）に記載した内容を記載してください。 

なお、事業の種類（認定法別表各号のうち、いずれの

号に該当するか。）が変更となる場合、あらかじめ変

更の認定を受ける必要がありますのでご注意くださ

い。 

ⓓ 事業の種類等 

別表 B(5)Ⅸで計算した事業比率を記載してくださ

い。 

ⓑ 公益目的事業比率 

移行認定又は公益認定を受けた際（その後変更認定を

受け、又は変更届出をしている場合には、当該変更の

際）に以下の（注１）～（注５）を踏まえて記載した

内容に対応する形で、当該事業年度において実施した

当該事業の概要や実績（趣旨、内容、対象者、実施日

等）が分かるように具体的に記載してください。 

（注１）複数の事業をまとめている場合、構成する事

業の事業名を記載してください（例えば、研修Ａ

と研修Ｂをまとめて１つの事業として申請する

場合、この欄に、研修Ａと研修Ｂから構成される

旨、記載してください。）。 

その際、当該複数の事業をまとめた理由（類似・

関連するものと考える理由）を記載してくださ

い。 

（注２）事業実施のための財源、事業に必要となる建

物等の主な資産（賃借等による場合は、その旨）

も併せて記載してください。 

（注３）事業を受託（請負を含む。）により行ってい

る場合はその委託元と受託内容、補助金等が交付

されている場合はその補助金等の名称、交付者、

目的等も併せて記載してください。 

（注４）事業の重要な部分を委託している場合には、

その委託部分（どのような業務について委託する

のか。）が分かるように記載してください。 

（注５）施設を貸与する場合、公益目的での貸与の内

容及び日数等を記載してください。 

 

なお、事業の内容を変更する場合については、下記注

意事項を参照してください。 

ⓒ 事業の概要 

 

事業の内容の変更であって、公益目的事業における受益の対象が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らか

に変わらないと認められる場合以外は、あらかじめ変更の認定を受ける必要があります（ＦＡＱ問 XI-1-1参照）。変更認定

申請が必要かどうか判断に迷う場合には、事業の変更前にあらかじめ行政庁にご相談ください。 
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〔２〕事業の公益性について  

定款（法人の事業又は目的）上の根拠  

事業の種類 

（別表の号） （本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。） 

 
 

 

 
 

 

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注２)。） 

チェックポイント事業区分 

（下欄▼ボタンをクリックして、法人の事業に該当の区分を

選択してください。事業区分ごとのチェックポイントがその

下に表示されます。該当する事業区分がないと考える場合に

は、最後の「上記事業区分に該当しない場合」を選択してく

ださい。） 

チェックポイントに該当する旨の説明 

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、 

できるだけ対応するように、 

どのように事業を行うのかがわかるように 

記載してください。） 

 

 

 

その他説明事項  

 
事業区分を選択してください。 ▼ 

区分ごとのチェックポイント 

………………………… 

 

チェックポイント事業区分 チェックポイントに該当する旨の説明 

 

 

 

その他説明事項  

 
事業区分を選択してください。 ▼ 

区分ごとのチェックポイント 

………………………… 

 

 

 

 

その他説明事項  

 
事業区分を選択してください。 ▼ 

区分ごとのチェックポイント 

………………………… 

 

 
〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注３） 
許認可等の名称  

根拠法令  

許認可等行政機関  

注１ 事業の概要の欄では、事業の実施のための財源、必要となる財産を含めて記載してください。また、事業の重要な部分を

委託している場合には、その委託部分が分かるように記載してください。 

注２ 「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントに

ついて」を参考に記載してください。 

注３ 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してく

ださい。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓖ 

ⓔ 

ⓕ 

移行認定又は公益認定を受けた際（その後変更認定を

受け、又は変更届出をしている場合には、当該変更の

際）に記載したチェックポイントを左欄に表示し、公

益認定を受けた際の記載に対応するように、事業の実

績を記載してください。 

公益認定を受けた際の記載と変わりがない場合は、こ

れと同様の内容を記載することも可能です。 

ⓔ チェックポイントに該当する旨 

事業の公益性を補足説明することがあれば、簡潔に記

載してください。移行認定又は公益認定を受けた際

（その後変更認定を受け、又は変更届出をしている場

合には、当該変更の際）の記載と変わりがない場合は、

これと同様の内容を記載することも可能です。 

＜例＞ 

○社会的弱者にとって必須不可欠であるが、営利企業

では採算割れする等の理由により提供されないサ

ービスを、ラストリゾートとして提供している。 

○営利企業によっては過疎地等において供給されな

くなる事業を、日本全国あまねくかつ広く、ユニバ

ーサルサービスとして提供している。 など 

ⓕ その他説明事項について 

既に提出した許認可書について、当該許認可等に有効

期限があり、これを経過している場合は再度提出して

ください。 

 

ⓖ 許認可等について 

事業の内容の変更であって、公益目的事業における受益の対象が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らか

に変わらないと認められる場合以外は、あらかじめ変更の認定を受ける必要があります（ＦＡＱ問 XI-1-1参照）。変更認定

申請が必要かどうか判断に迷う場合には、事業の変更前にあらかじめ行政庁にご相談ください。 

【数年後に実施予定の事業について】 

数年後に実施予定の事業については、ⓔ欄及びⓕ欄の記載は不要

です。 
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（２)  収益事業について               （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 定款（法人の事業又は目的）上の根拠 

   

事業の概要 

 

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注１） 

許認可等の名称  

根拠法令  

許認可等行政機関  

本事業の利益の額が０円以下である場合の理由又は今後の改善方策について（注２） 

 

 

注１ 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してく

ださい。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。 

   注２ 本事業における利益から、管理費のうち本事業に按分される額を控除した額が、０円以下である場合に記載してください。

 

 

 

 

 

(2) 収益事業について 

 

 

 

 

 

 

(3) その他の事業（相互扶助等事業）について 

 
 

 
 
（３） その他の事業（相互扶助等事業）について         （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 定款（法人の事業又は目的）上の根拠 

   

事業の概要 

  

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注） 

許認可等の名称  

根拠法令  

許認可等行政機関  

注 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してくだ

さい。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。 

 

 

  

 

 
 
 
 

移行認定又は公益認定を受けた際（その後変更認定を

受け、又は変更届出をしている場合には、当該変更の

際）に記載した内容に対応する形で、当該事業年度に

おいて実施した事業の目的物（どのような物品又は役

務か）、事業の対象者、実施の方法又は機会などを記

載してください。 

ⓐ 事業の概要 

ⓑ 

ⓐ 

認定法§5⑦では、収益事業等を行うことによって公

益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと

が求められています。 

収益事業は公益目的事業を支えるためのものであり、

収益事業から生じた収益の 50％は公益目的事業のた

めに使用しなければならないことから（認定法§18

④、認定法施行規則§24）、収益事業から生じた収益

が０円以下である場合には、本欄において、その理由

や今後の改善方策を説明する必要があります。 

ⓑ「収益事業の利益の額」が「０円以下であ

る理由」 

ⓐ 

 

収益事業、その他の事業（相互扶助等事業）がない場合は、作成不要です。 

事業の内容の変更であって、公益目的事業における受益の対象が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らか

に変わらないと認められる場合以外は、あらかじめ変更の認定を受ける必要があります（ＦＡＱ問 XI-1-1参照）。変更認定

申請が必要かどうか判断に迷う場合には、事業の変更前にあらかじめ行政庁にご相談ください。 
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≪参考≫ 認定法別表各号 

 
１ 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

２ 文化及び芸術の振興を目的とする事業 

３ 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 

４ 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 

５ 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 

６ 公衆衛生の向上を目的とする事業 

７ 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 

８ 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 

９ 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するこ

とを目的とする事業 

10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 

11 事故又は災害の防止を目的とする事業 

12 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 

13 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 

14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 

15 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 

16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 

17 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 

18 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 

19 地域社会の健全な発展を目的とする事業 

20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上

を目的とする事業 

21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 

22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 

23 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの 
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≪参考≫ 事業区分ごとのチェックポイント 

 
 (1) 検査検定  

① 当該検査検定が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。 

② 当該検査検定の基準を公開しているか。 
③ 当該検査検定の機会が、一般に開かれているか。 
④ 検査検定の審査に当たって公正性を確保する仕組みが存在しているか。（例：個別審査に当たって申請者と直接の利
害関係を有する者の排除、検定はデータなど客観的方法による決定） 

⑤ 検査検定に携わる人員や検査機器についての必要な能力の水準を設定し、その水準に適合していることを確認して
いるか。（例：検査機器の定期的点検と性能向上／能力評価の実施／法令等により求められる能力について許認可を受
けている） 

 (2) 資格付与  
① 当該資格付与が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。 

② 当該資格付与の基準を公開しているか。 
③ 当該資格付与の機会が、一般に開かれているか。 
（注）ただし、高度な技能・技術等についての資格付与の場合、質を確保するため、レベル・性格等に応じた合理的
な参加の要件を定めることは可。 

④ 資格付与の審査に当たって公正性を確保する仕組みが存在しているか。（例：個別審査に当たって申請者と直接の利
害関係を有する者の排除） 

⑤ 資格付与の審査に当たって専門家が適切に関与しているか。 
 (3) 講座、セミナー、育成  

① 当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位
置付け、適当な方法で明らかにしているか。 

② 当該講座等を受講する機会が、一般に開かれているか。 
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成するような講座等の場合、質を確保するため、レベル・性格等に応
じた合理的な参加の要件を定めることは可。 

③ 当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為（受講者が一定のレベルに達したかについて必要に応じて行う行為）
に当たって、専門家が適切に関与しているか。 
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シンポジウムの場合には、確認行為については問わない。 

④ 講師等に対して過大な報酬が支払われることになっていないか。 
 (4) 体験活動等  

① 当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らか
にしているか。 

② 公益目的として設定されたテーマを実現するためのプログラムになっているか。（例：テーマで謳っている公益目的
と異なり、業界団体の販売促進や共同宣伝になっていないか） 

③ 体験活動に専門家が適切に関与しているか。 
 (5) 相談、助言  

① 当該相談、助言が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らか
にしているか。 

② 当該相談、助言を利用できる機会が一般に開かれているか。 
③ 当該相談、助言には専門家が適切に関与しているか。（例：助言者の資格要件を定めて公開している） 

 (6) 調査、資料収集  
① 当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明
らかにしているか。 

② 当該調査、資料収集の名称や結果を公表していなかったり、内容についての外部からの問合せに答えないというこ
とはないか。 
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性その他の委託元のやむを得ない理由で公表できない場合があり、
この場合は、当該理由の合理性について個別にその妥当性を判断する。 

③ 当該調査、資料収集に専門家が適切に関与しているか。 
④ 当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。 

 (7) 技術開発、研究開発  
① 当該技術開発、研究開発が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法
で明らかにしているか。 

② 当該技術開発、研究開発の名称や結果を公表していなかったり、内容についての外部からの問合せに答えないとい
うことはないか。 
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性その他の委託元のやむを得ない理由で公表できない場合があり、
この場合は、当該理由の合理性について個別にその妥当性を判断する。 

③ 当該技術開発、研究開発に専門家が適切に関与しているか。 
④ 当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。 

 (8) キャンペーン、○○月間  
① 当該キャンペーンが不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明ら
かにしているか。 

② 公益目的として設定されたテーマを実現するプログラムになっているか。（例：テーマで謳っている公益目的と異な
り、業界団体の販売促進や共同宣伝になっていないか） 

③ （要望・提案を行う場合には、）要望・提案の内容を公開しているか。 
 
 (9) 展示会、○○ショー  

① 当該展示会が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにし
ているか。 
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② 公益目的として設定されたテーマを実現するプログラムになっているか。（例：テーマに沿ったシンポジウムやセミ
ナーを開催／出展者にはテーマに沿った展示を厳守させている／テーマで謳っている公益目的と異なり、業界団体の
販売促進や共同宣伝になっていないか（注）／入場者を特定の利害関係者に限っていないか） 
（注）公益目的と異なるプログラムになっていないかを確認する趣旨であり、公益目的と異なっていない限り、製品
等の紹介も認め得る。 

③ （出展者を選定する場合、）出展者の資格要件を公表するなど、公正に選定しているか。（例：出展料に不当な差別
がないか） 

 (10) 博物館等の展示  
① 当該博物館等の展示が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明
らかにしているか。 

② 公益目的として設定されたテーマを実現するプログラムになっているか。（例：テーマに沿った展示内容／出展者に
はテーマに沿った展示を厳守させている／テーマで謳っている公益目的とは異なり、業界団体の販売促進や共同宣伝
になっていないか） 

③ 資料の収集・展示について専門家が関与しているか。 
④ 展示の公開がほとんど行われず、休眠化していないか。 

 (11) 施設の貸与  
① 当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らか
にしているか。 

② 公益目的での貸与は、公益目的以外の貸与より優先して先行予約を受け付けるなどの優遇をしているか。 
 (12) 資金貸付、債務保証等  

① 当該資金貸付、債務保証等が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。 

② 資金貸付、債務保証等の条件が、公益目的として設定された事業目的に合致しているか。 
③ 対象者（貸付を受ける者その他の債務者となる者）が一般に開かれているか。 
④ 債務保証の場合、保証の対象が社員である金融機関が行った融資のみに限定されていないか。 
⑤ 資金貸付、債務保証等の件数、金額等を公表しているか。（対象者名の公表に支障がある場合、その公表は除く。） 
⑥ 当該資金貸付、債務保証等に専門家の適切な関与があるか。 

 (13) 助成（応募型） 
① 当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。 

② 応募の機会が、一般に開かれているか。 
③ 助成の選考が公正に行われることになっているか。（例：個別選考に当たって直接の利害関係者の排除） 
④ 専門家など選考に適切な者が関与しているか。 
⑤ 助成した対象者、内容等を公表しているか。（個人名又は団体名の公表に支障がある場合、個人名又は団体名の公表
は除く。） 

⑥ （研究や事業の成果があるような助成の場合、）助成対象者から、成果についての報告を得ているか。 
 (14) 表彰、コンクール  

① 当該表彰、コンクールが不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で
明らかにしているか。 

② 選考が公正に行われることになっているか。（例：個別選考に当たっての直接の利害関係者の排除） 
③ 選考に当たって専門家が適切に関与しているか。 
④ 表彰、コンクールの受賞者・作品、受賞理由を公表しているか。 
⑤ 表彰者や候補者に対して当該表彰に係る金銭的な負担（応募者から一律に徴収する審査料は除く。）を求めてないか。 

 (15) 競技会  
① 当該競技会が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにし
ているか。 

② 公益目的として設定した趣旨に沿った競技会となっているか。（例：親睦会のような活動にとどまっていないか） 
③ 出場者の選定や競技会の運営について公正なルールを定め、公表しているか。 

 (16) 自主公演  
① 当該自主公演が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。 

② 公益目的として設定された趣旨を実現できるよう、質の確保・向上の努力が行われているか。 
 (17) 主催公演  

① 当該主催公演が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。 

② 公益目的として設定された事業目的に沿った公演作品を適切に企画・選定するためのプロセスがあるか。（例：企画・
選定の方針等の適切な手続が定められている／（地域住民サービスとして行われる場合）企画段階で地域住民のニー
ズの把握に努めている） 

③ 主催公演の実績（公演名、公演団体等）を公表しているか。 
 (18) 上記(1)～(17)の事業区分に該当しない事業  

① 事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを確認する趣旨。） 
② 事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになっているかを確認する趣旨。） 
ア 受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般に開かれているか） 
イ 事業の質を確保するための方策（例 専門家が適切に関与しているか） 
ウ 審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行われることとなって
いるか） 

エ その他（例 公益目的として設定した事業目的と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっていないか） 
（注）②（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重には差がある。 
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Ⅲ-6 別紙４ 法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について 

 

 公益財務計算の流れ 

 

   公益財務計算には大別すると次の３種類があり、それぞれ個票を作成していただきます。 

    ┌  1) 収支相償の計算       ＝＝＝＝＝＝＞ 別表Ａ 

    ├  2) 公益目的事業比率の算定   ＝＝＝＝＝＝＞ 別表Ｂ 

    └  3) 遊休財産額保有制限の判定  ＝＝＝＝＝＝＞ 別表Ｃ 

 

   全体の構成と計算の流れは、下図のとおりです。 

 

別表A 収支相償の計算

別表A(1)、別表A(2)
どちらか一方を作成

別表A(1)
収支相償の計算

50%繰入れ方式

別表A(2)
収支相償の計算

50%超繰入れ方式

第1段階 第1段階

第2段階

収益事業等からの利

益の繰入額等の情

報

第2段階

公益目的保有財産に係

る減価償却費・収益事業

等からの利益の繰入額

等の情報

別表C(5)
特定費用準備資金

別表C(4)
資産取得資金

別表C(5)
特定費用準備資金

収支相償適否の判定

別表B 公益目的事業比率の算定

別表B(4) 無償の役務の提供

等に係る費用額の算定

別表C(5)
特定費用準備資金

別表B(1) 公益目的事業比率の算定総括表

別表C 遊休財産額保有制度の判定

別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定

遊休財産額の保有上限額、遊休財産額を算定し、

保有制限規定に適合しているかを判定。

（対応負債の額は自動計算される。）

別表B(2)  土地の使用額に

係る費用額の算定

別表B(3)  融資に係る費

用額の算定

別表B(5)  公益目的事業比率算定に係る計算表

各事業の経常費用額に上記調整を行う際の明細を記

載

貸借対照表の基礎数値

（資産・負債・正味財産）

別表C(3) 公益目的保有財産配賦計算表

複数事業に共用している公益目的保有財産の額を、

各事業に配賦する基準及びその計算過程を記載

別表C(2) 控除対象財産の明細

（公益目的保有財産の明細等）

別表C(4)
資産取得資金

別表C(5)
特定費用準備資金

※ 赤枠囲みの資料は、必ず作成。その他の資料は、必要に応じ作成。

損益計算書（正味財産増減計算書） 損益計算書作成にあたり、役員報酬や、複数の事業に共通して発生するような費用を

各事業に配賦する基準及びその計算過程を記載する。

別表F 各事業に関連する費用額の配賦計算表

経常費用等の情報

別表C から

別表C から

別表C から
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(1) 収支相償の計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円 円 円

※第二段階における剰余金の扱い

6

理由：
計画：

5

13合計（9欄～12欄)

７欄と８欄の合計（公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計
の額と一致しているか確認してください。）

公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表C(5)より）
（当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。）

収入－費用

プラスの事業がある場合、発
生理由とこれを解消するため
の計画等を記入してくださ
い

２． 第二段階（公益目的事業会計全体の収支相償判定）

9

10

【別表A(1)  収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】

法人名

特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経
常収益、経常費用

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

第一段階の経常収益計と経常費用計（２欄・３欄） 7

1 2

（公益法人認定法第５条第６号に定められた収支相償について審査します。）

１． 第一段階（公益目的事業の収支相償）

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期積立額

第一段階の判定
（２欄－３欄＋４欄－５欄）

事業
番号

経常費用計

経常収益計

前年度に６欄がプラスの事業
がある場合には当該剰余金の

額を加算してください。

※法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、第二段階のみ記載してください。

43

事業
年度

法人コード

剰余が生じる場合（収入－費用欄の数値がプラスの場合）は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良
に充てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額
程度の損失となるようにしなければなりません。収入－費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等
を記載してください。

収支相償の額（収入－費用欄）がプラスとなる場合の今後の剰余金の扱い等

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期取崩額

12

収入

収益事業等から
生じた利益の繰入額

収益事業から
生じた利益の繰入額

その他事業（相互扶助等事業）か
ら
生じた利益の繰入額

11

費用

8

第二段階７欄へ

 

認定法では、公益法人の遵守事項の 1 つとして、「その公益目的事業を行うに当たり、当該公

益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。」（認定法§

14）とされており、ここでは、収支相償であるか否かについて計算します。 

 

公益目的事業会計に収益事業等からの利益額の 50％を繰り入れる場合及び収益事業等を営ん

でいない場合には別表 A(1)を、50％を超えて繰り入れる場合には別表 A(2)を、それぞれ使用

して計算します。 

記載要領については、28頁以下をご覧ください。 
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(2) 公益目的事業比率の計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円

円

％

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 16

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 26

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より）

20

22調整額計(15欄～21欄の計)

法人コード

法人名

事業
年度

公 益 目 的 事 業 比 率 の 算 定

公益実施費用額(13欄より)

公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用
額  (13、23、33欄の合計)

公益目的事業比率（1欄÷2欄）

1

2

3

管 理 運 営 費 用 額 （ 24 欄 +32 欄 ） 33

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より） 29

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より） 30

調整額計(25欄～31欄の計) 32

調
　
　
整
　
　
額

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

21

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より） 19

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より）

9

公 益 実 施 費 用 額 （ 4 欄 +12 欄 ） 13

12

調
　
　
整
　
　
額

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より）

収益事業等に係る事業費の額（別表B(5)Ⅰ欄より）

5

14

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より） 7

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より）

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 6

公 益 実 施 費 用 額 の 計 算

収 益 等 実 施 費 用 額 の 計 算

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より） 8

公益目的事業に係る事業費の額（別表B(5)Ⅰ欄よ
り ）

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より）

【別表B(1)　公益目的事業比率の算定総括表】
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率について審査します。）

調整額計(5欄～11欄の計)

10

11

4

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より）

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より）

31

27

23

28

管 理 運 営 費 用 額 の 計 算

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より） 25

24管 理 費 の 額 （ 別 表 B(5) Ⅰ 欄 よ り ）

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より） 17

18

収 益 等 実 施 費 用 額 （ 14 欄 +22 欄 ）

調
　
　
整
　
　
額

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より） 15

 

認定法では、公益法人の遵守事項の 1つとして、「毎事業年度における公益目的事業比率が 100

分の 50 以上となるように公益目的事業を行わなければならない。」（認定法§15）とされてお

り、ここでは、公益目的事業比率を満たしているか否かについて計算します。 

この表の■欄を埋めていくことにより、 

                    公益実施費用額 

公益目的事業比率 ＝  

           公益実施費用額 ＋ 収益等実施費用額 ＋ 管理運営費用額 

の計算が完成します。 

（電子申請では自動計算されます。） 

本表及び個表の記載要領については、33頁以下をご覧ください。 
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(3) 遊休財産額の計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 年 月 日

至 年 月 日

この様式では、遊休財産額が、遊休財産額の保有上限額を超えていないことを確認します。

遊休財産額は、以下の計算により算定します。

遊休財産額＝資産－（負債＋一般社団・財団法人法第131条の基金）－（控除対象財産－対応負債の額※）

１．遊休財産額の計算に必要な数値の作成（下記３．及び４．に必要な数値を作成します。）

資産の部 負債の部

流動資産計 1 円 流動資産に直接対応する負債の額 6 円

控除対象財産（別表C(2)から転記） 2 円 7 円

その他の固定資産　4欄-2欄 3 円 その他の固定資産に直接対応する負債の額 8 円

固定資産計　5欄-1欄 4 円 引当金勘定の合計額　35欄 9 円

10 円

負債計　26欄 11 円

正味財産の部

12 円

指定正味財産の額　33欄 13 円

一般正味財産の額　15欄-12欄-13欄 14 円

正味財産計 15 円

資産計 5 円 16 円

２．遊休財産額の保有上限額（＝公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額）の計算

損益計算書上の公益目的事業に係る事業費の額 17 円 21 円

18 円 財産の譲渡損、評価損等の額 22 円

19 円 23 円

20 円 24 円

３．遊休財産額の計算

資産　5欄 25 円 控除対象財産の額　2欄 28 円

負債　11欄 26 円 対応負債の額　39欄 29 円

27 円 30 円

４．対応負債の額の計算（次の２つの方法のうちいずれかを選択し、○を記載してください。）

控除対象財産の額　2欄 31 円 控除対象財産の額　2欄又は28欄 31 円

32 円

指定正味財産の額　13欄 33 円 指定正味財産の額　13欄 33 円

31欄-32欄-33欄 34 円 31欄-33欄 34 円

引当金勘定の合計額　9欄 35 円 引当金勘定の合計額　9欄 35 円

36 円

37 円 その他負債の額　11欄-35欄 37 円

38 円 38 円

39 円 39 円

【判定結果】

遊休財産額の保有上限額　20欄-24欄 40 円

遊休財産額　30欄 41 円

遊休財産額の保有上限額の超過の有無 42

特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額
（別表C(5)から転記（公益目的事業の場合のみ））

商品等の原価を予め費用計上していない場合のみ

商品等譲渡に係る原価相当額
特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額
（別表C(5)から転記（公益目的事業の場合のみ））

計　(17欄+18欄+19欄) 控除額計　(21欄+22欄+23欄)

固
定
資
産

公益実施費用額から控除する引当金の取崩額

その他負債の額　11欄-6欄-7欄-8欄-9欄

一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄と同額）

公益法人認定法施行規則第22条第8項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第8項の方法公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法

控除対象財産に直接対応する負債の額　32欄

事業
年度別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定

※対応負債の額とは、控除対象財産に直接対応する負債の額とその他の負債のうち控除対象財産に按分された負債の合計額です。
　 なお、控除対象財産から対応負債の額を控除するのは、借入金等によって資産を取得している場合には、負債が二重で減算される
　 ことになってしまうためです。

法人コード

法人名

一般社団・財団法人法第131条の基金　27欄

負債及び正味財産合計　5欄（11欄+15欄と同額）

一般社団・財団法人法第131条の基金　12欄 遊休財産額　25欄-26欄-27欄-28欄+29欄

対応負債の額　32欄+34欄×37欄/(37欄+38欄) 対応負債の額　34欄×37欄/(37欄+38欄)

控除対象財産に直接対応する負債の額　7欄

各資産に直接対応する負債の額　6欄+7欄+8欄

その他負債の額　10欄（11欄-35欄-36欄と同額）

一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄と同額）

　　　 記載要領

網掛けの欄に数値を入
力してください。
その他の欄は、自動的
に計算されます。

 

認定法では、公益法人の遵守事項の 1 つとして、「毎事業年度の末日における遊休財産額が、

当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の公益目的事業を翌事業年度にお

いても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要し

た費用の額を基礎として算定した額を超えてはならない。」（認定法§16Ⅰ）とされており、こ

こでは、遊休財産額が保有上限を超えていないか否かについて計算します。 

この表の■欄を埋めていき、最下部の 42 欄に超過の有無を記載します（電子申請では自動計

算されます。）。 

本表及び個表の記載要領については、40頁以下をご覧ください。 
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 別表 A 収支相償について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益目的事業会計に収益事業等からの利益額の 50％を繰り入れる場合及び収益事業等を営ん

でいない場合には別表 A(1)を、50％を超えて繰り入れる場合には別表 A(2)を、使用して計算

します。 

50％繰入れと 50％超繰入れの違いは、次のとおりです。 

 

① 50％繰入れ 

第一段階の収支相償を満たした各公益目的事業に直接関連する費用と収益に加え、公益目的

事業の会計に属するその他の費用と収益で各事業に直接関連付けられない費用と収益、公益

目的事業に係る特定費用準備資金への積立て額と取崩し額、更に収益事業等を行っている法

人については、収益事業等から生じた利益の 50％を加算して収支を比較します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収支相償対照表
（収益事業等からの利益の繰入れが50％の場合）

費 用 収 入

公益目的事業に係る
経常費用

公益目的事業に係る
経常収益

公益に係るその他の経常収益

公益目的事業に係る
特定費用準備資金積立て額

公益目的事業に係る
特定費用準備資金取崩し額

収益事業等の利益を公益に繰入れた額
（利益の５０％）

収入超過の場合には
公益目的保有財産の取得支出や公益資産取得資金への繰入れ、

翌事業年度の事業拡大等による同額程度の損失とする等

解消するための扱いを説明

公益に係るその他の経常費用

 

剰余金が生じる場合には、公益目的事業のための資産の取得や翌年度

の事業費に充てるなど、公益のために使用することになります。 
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② 50％超繰入れ 

公益目的事業のために法人において収益事業等の利益額の 50％を超えて繰入れの必要があ

ると判断する場合には、公益目的事業に関するすべての資金の出入りとその見通しを足し合

わせて収支を比較します。 

具体的には、まず、事業費以外の資金需要として資産の取得又は改良（資本的支出）がある

ことから、当期の公益目的保有財産に係る取得支出とその売却収入、及び将来の公益目的保

有財産の取得又は改良に充てるための資産取得資金（認定法施行規則§22Ⅲ③）への積立て

額と取崩し額を、公益目的事業が属する会計の費用、収益にそれぞれ加えます。その際、公

益目的事業費に含まれる公益目的保有財産に係る減価償却費は、財産の取得支出や資産取得

資金の積立て額と機能が重複することから、控除します。 

次に、特定費用準備資金への積立て額と取崩し額を加えます。ただし、この資産取得資金と

特定費用準備資金は将来の事業のための資金ですから、計画性をもって積立てと取崩しを行

ってもらうため、収支相償の計算上は、今後積み立てなければならない見込み金額を積み立

てる年数で除した額を限度として、積立て額を算入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 毎事業年度の事業の実施状況や計画に応じて、50％、50％超いずれかを選択可能です。 

● ただし、収益事業等の利益の 50％超を公益目的事業財産に繰り入れた場合には、繰り入れた事業年度

末の貸借対照表では、公益目的事業と収益事業等とに区分経理（認定法§19）を行わなければなりま

せん。一旦 50％超の繰入れを行った場合には、その後の繰入れが 50％に留まった時にでも、継続性の

観点から区分経理を維持していただくことが適当です。 

費 用

公益目的事業に係る
経常費用

（減価償却費を除く）

収 入

公益目的事業に係る
経常収益

公益に係るその他の経常収益

公益目的保有財産の売却収入
（簿価＋売却損益）

公益目的事業に係る
特定費用準備資金積立て額
（（所要資金額－前期末資金残高）／

積立期間残存年数 を限度）

公益資産取得資金積立て額
（（所要資金額－前期末資金残高）／

積立期間残存年数 を限度）

収益事業等の利益を公益に繰入れた額
（利益の１００％を上限）

公益目的保有財産の取得支出

収支相償対照表
（収益事業等からの利益の繰入れが50％超の場合）

公益目的事業に係る
特定費用準備資金取崩し額

（過去に費用として算入した額の合計額）

公益資産取得資金取崩し額
（過去に費用として算入した額の合計額）

公益に係るその他の経常費用
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別表 A(1) 収支相償の計算（収益事業等の利益額の 50％を繰り入れる場合） 

 

 

 

 

 

 

 〔第一段階〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円 円 円

※第二段階における剰余金の扱い

剰余が生じる場合（収入－費用欄の数値がプラスの場合）は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てる
ための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となる
ようにしなければなりません。収入－費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してください。

収支相償の額（収入－費用欄）がプラスとなる場合の今後の剰余金の扱い等

12
収入－費用

合計（9欄～12欄) 13

公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表C(5)より）
（当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。）

10

収益事業等から
生じた利益の繰入額

収益事業から
生じた利益の繰入額

11

その他事業（相互扶助等事業）から
生じた利益の繰入額

特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収
益、経常費用

8

７欄と８欄の合計（公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の
額と一致しているか確認してください。）

9

理由：
計画：

２． 第二段階（公益目的事業会計全体の収支相償判定）

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

収入 費用

第一段階の経常収益計と経常費用計（２欄・３欄） 7

プラスの事業がある場合、発生
理由とこれを解消するための計
画等を記入してください。

1 2 3 4 5 6

事業
番号

経常収益計

経常費用計
その事業に係る

特定費用準備資金の
当期取崩額

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期積立額

第一段階の判定
（２欄－３欄＋４欄－５欄）

前年度に６欄がプラスの事業が

ある場合には当該剰余金の額を

加算してください。

【別表A(1)  収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】

（公益法人認定法第５条第６号に定められた収支相償について審査します。）

１． 第一段階（公益目的事業の収支相償）

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

事業
年度

法人コード

法人名

第二段階７欄へ

ⓑ ⓒ ⓓⓐ

 

別紙３の１．の「事業の一覧」に記載した「事業番号」

を記載してください。 

ⓐ 事業番号 

当該事業に係る別表 C(5)特定費用準備資金の当年度

における取崩額及び積立額を記載しますが、当該事業

の中で複数の特定費用準備資金を設定する場合には

これらを合算した金額を記載します。 

ⓒ その事業に係る特定費用準備資金の当期

取崩額、積立額 

6 欄が 0 円以下にならない事業は、6 欄下の「理由」

欄に発生理由、「計画」欄に当該事業に関する翌年度

の事業拡大の計画等を記載してください。 

6 欄が 0 円以下にならない事業が複数ある場合は、区

分して記載してください。 

ⓓ  第一段階の判定 

〇前年度の事業報告で６欄にプラスの事業がある場合は、前年度の事業報告で上記ⓓ欄に記載した剰余

金を解消するための計画について、その実績と具体的な資金使途を説明した書類（様式自由）を添付し

てください。 

〇公益目的事業のみを実施する法人については、損益計算書内訳表で法人会計区分を設けないことがで

きます（ＦＡＱ問Ⅵ-２-⑦参照）。 

〇経常収益計又は経常費用計に、会計区分間において生じる内部取引高が含まれる場合には、これを控

除した金額を記載してください（ⓑ２欄、ⓕ８欄が該当）。 

 

 

○別表 A(2)（収益事業等の利益額を 50％を超えて繰入れる場合）を作成する場合は、作成不

要です。 

○一つの公益目的事業のみを実施している場合（法人が行う公益目的事業が「公１」のみの場

合）には第二段階のみ記載してください。 

 

損益計算書（公益目的事業会計）の各事業に関連付け

られている経常収益、経常費用（管理費は含まれませ

ん。）を記載します。 

また、損益計算書内訳表で法人会計区分を設けない場

合には、それぞれの経常収益計から管理費相当額を差

引いた金額を記載します。また、この場合においても、

経常費用計に管理費は含まれません。 

なお、前年度の事業報告で 6欄がプラスの事業がある

場合は、その剰余金の額を当該事業の経常収益計欄

（２欄）に加算してください。 

 

ⓑ 経常収益計、経常費用計 
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 〔第二段階〕 

  

 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円 円 円

※第二段階における剰余金の扱い

5

理由：
計画：

13合計（9欄～12欄)

７欄と８欄の合計（公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の
額と一致しているか確認してください。）

公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表C(5)より）
（当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。）

収入－費用

プラスの事業がある場合、発生
理由とこれを解消するための計
画等を記入してください。

２． 第二段階（公益目的事業会計全体の収支相償判定）

9

10

【別表A(1)  収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】

1 2 6

法人名

特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収
益、経常費用

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

第一段階の経常収益計と経常費用計（２欄・３欄） 7

（公益法人認定法第５条第６号に定められた収支相償について審査します。）

１． 第一段階（公益目的事業の収支相償）

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期積立額

第一段階の判定
（２欄－３欄＋４欄－５欄）

事業
番号

経常費用計

経常収益計

前年度に６欄がプラスの事業が

ある場合には当該剰余金の額を

加算してください。

43

事業
年度

法人コード

剰余が生じる場合（収入－費用欄の数値がプラスの場合）は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てる
ための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となる
ようにしなければなりません。収入－費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してください。

収支相償の額（収入－費用欄）がプラスとなる場合の今後の剰余金の扱い等

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期取崩額

12

収入

収益事業等から
生じた利益の繰入額

収益事業から
生じた利益の繰入額

その他事業（相互扶助等事業）から
生じた利益の繰入額

11

費用

8

第二段階７欄へ

ⓔ

ⓕ

ⓖ

ⓗ

ⓘ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「※第二段階における剰余金の扱い」について 
①前年度の事業報告の「第二段階における剰余金の扱い」欄において、剰余金

を翌年度以降の活動等に充てる旨記載している場合は、その実績と具体的な資

金使途を説明した書類（様式自由）を添付してください。 

②第二段階において剰余金が発生した場合においては「第二段階における剰余

金の扱い」欄に剰余金の発生理由も記載してください。 

③発生した剰余金が翌年度における解消計画で適切に費消できないことについ

て特別の事情や合理的な理由がある場合、その事情や理由を記載するとともに、

剰余金の解消計画立案のための検討スケジュールを具体的に示してください

（必要に応じて書類（様式自由）を添付してください。）。 

翌年度以降の事業報告等で剰余金の解消計画に従って解消されたか否かの実績

と、解消に関して具体的な資金使途について説明した書類（様式自由）を添付

してください（ＦＡＱ問Ⅴ-２-⑥参照）。 

 

一つの公益目的事業のみを実施している場合（法人が行う公益目的事業が「公１」のみの場合）

には第二段階のみ記載してください。 

この欄が黒字の場合、「第二段階における剰

余金の扱い」欄に解消計画等を記載してく

ださい。 

ⓘ 収入－費用 

第一段階の経常収益計（2 欄）の合計額と経常費用計

（3欄）の合計額を記載します。 

損益計算書内訳表で法人会計区分を設けない場合に

は、経常収益計から管理費相当額を差引いた金額を記

載します。また、この場合に、経常費用計に管理費は

含まれません。 

※①前年度以前の剰余金相当額を公益目的保有財産

に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰入れた

場合で当該資金を目的外に取り崩した場合の取り崩

し額、②前年度の剰余金のうち、事業拡大等により解

消するとした場合の剰余金相当額（2 欄で加算されて

いる額を控除した額）は、収入(7欄)に加算します。 

 

ⓔ 第一段階の経常収益計と経常費用計 

損益計算書内訳表の公益目的事業会計の共通欄の経

常収益、経常費用を記載します。例えば、具体的事業

名を指定せず、「公益目的に使用してほしい」という

ような寄附金が該当します。 

ⓕ 特定の事業と関連付けられない公益目的

事業に係るその他の経常収益、経常費用 

 

この欄は、別表 A(3)の「(1)収益事業等の

利益額の 50％を公益目的事業財産へ繰り入

れる場合」の 10欄から転記してください。 

ⓗ 11欄、12欄 

第一段階の 4 欄、5 欄で記載した個々の事業に係る特

定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した

特定費用準備資金について、各資金の別表 C(5)２．当

年度収支相償上の積立額及び取崩額をそれぞれ合算

して記載します。 

ⓖ 公益目的事業に係る特定費用準備資金に

関する調整 
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≪参考≫ 損益計算書内訳表からの転記の方法（収支相償の計算） 

 

 

 

 

 

 

この欄の数字を 
別表 A(1)の 2欄に記載 

この欄の数字を 
別表 A(1)の 3欄に記載 

この欄の数字を 
別表 A(1)の 8欄に記載 

この欄の数字と 
別表 A(1)の 9欄は 
原則一致 

○○ ×× 共通 小計 △△ □□ 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

事業収益

・・・・・・

・・・・・・

　経常収益計

（2）経常費用

事業費

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

管理費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

　経常費用計

　評価損益等調整前当期経常増減額

　投資有価証券評価損益等

　当期経常増減額

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

・・・・・・

（2）経常外費用

・・・・・・

Ⅱ　指定正味財産増減の部

・・・・・・

Ⅲ　正味財産期末残高

科　　　目

正味財産増減計算書内訳表

平成X年4月1日から平成X+1年3月31日まで

（単位：円）

公益目的事業会計 法人
会計

内部取
引消去

合計
収益事業等会計

前年度の事業報告で６欄がプラスの事業がある場合は、その剰

余金の額を２欄に加算してください。 

なお、経常収益計又は経常費用計に、会計区分間において生じ

る内部取引高が含まれる場合には、これを控除した金額を別表

A(1)の 2欄又は 8欄に記載してください。 

 

次ページの、別表 A(2)についても同様に数値を転記してくださ

い。 
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別表 A(2) 収支相償の計算（収益事業等の利益額を 50％を超えて繰り入れる場合） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

円 円

円 円

△ 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円 円 円

1 2 3 4

法人名

5

（公益法人認定法第５条第６号に定められた収支相償について審査します。）

第一段階の判定
（２欄－３欄＋４欄－５欄）

合計（9欄～15欄の合計)

第一段階の経常収益計と経常費用計（２欄・３欄）

特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経
常収益、経常費用

７欄と８欄の合計（公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計
の額と一致しているか確認してください。）

公益目的保有財産に係る減価償却費
（経常費用額の控除対象。「費用」欄に記載してください。）

公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表C(5)より）
（当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。
ただし、上限があります。）
公益資産取得資金に関する調整(別表C(4)より）
（当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。
ただし、上限があります。）
公益目的保有財産に係る当期収支
（売却に関しては売却収入額を「収入」欄に、取得に関しては支出額を
「費用」欄に記載してください。）

収益事業等から
生じた利益の繰入額

16

13

その他事業（相互扶助等事業）か
ら
生じた利益の繰入額

15

14
収益事業から
生じた利益の繰入額

収入－費用

12

11

事業
番号

経常費用計
その事業に係る

特定費用準備資金の
当期取崩額

その事業に係る
特定費用準備資金の

当期積立額

経常収益計

前年度に６欄がプラスの事業
がある場合には当該剰余金の

額を加算してください。

１． 第一段階（公益目的事業の収支相償）
法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

事業
年度

法人コード

【別表A(2)  収支相償の計算(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)】

10

7

9

8

プラスの事業がある場合、発
生理由とこれを解消するため
の計画等を記入してくださ
い

理由：
計画：

6

費用

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

２． 第二段階（公益目的事業会計全体の収支相償判定）

収入

第二段階７欄へ

 

損益計算書の対象事業年度中に公益目的保有財産を

取得又は売却したものがあれば記載してください。 

ⓑ 公益目的保有財産に係る当期収支 

このページでは、別表 A(2)にのみ関係する事項を解説

しています。その他の事項については、別表 A(1)の解

説を参照してください。 

 

別表 A(1)（収益事業等の利益額の 50％を繰入れる場合）を作成する場合は、作成不要です。 

収支相償の基準を満たすため、14 欄と 15 欄の合計額

は、費用 16 欄から収入の 9 欄～13 欄の計を差し引い

た額が限度となります。 

この欄は、別表 A(3)の「(2)収益事業等の利益額の 50％

を超えて公益目的事業財産へ繰り入れる場合」の 10

欄と一致させてください。 

ⓒ 14欄、15欄 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

公益目的保有財産を保有している場合には、当該財産

に係る減価償却費の全額を記載してください。 

ⓐ 公益目的保有財産に係る減価償却費 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

△ 円 △ 円

円 円

円 円 円

円 円 円

※実物資産を繰入れる場合は、繰入れる資産について次の欄に記載してください。

円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

△ 円 △ 円

円 円

円 円 円

円 円 円

※実物資産を繰入れる場合は、繰入れる資産について次の欄に記載してください。

円

帳簿価格
面積、構造、物量等

資産の名称
場所

帳簿価格
繰入れ後の資産の使途

（概要、使用面積、使用使途等）
事業番号資産の名称

場所
面積、構造、物量等

収益事業等当期利益額(3欄-6欄) 7

収益事業等の経常収益の総額

収益事業等の経常外収益の総額

6

収益事業等の経常費用の総額 4

収益事業等の収益総額(1欄+2欄)

5

事業番号
繰入れ後の資産の使途

（概要、使用面積、使用使途等）

収益事業等の経常外費用の総額

収益事業等の費用総額(4欄+5欄)

うち実物資産を繰入れる額　※ 11

うち、収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額

正
味
財
産
増
減
計
算
書

3

1

調整後の収益事業等の当期利益総額（7欄+8欄) 9

10

管理費のうち収益事業・その他事業に按分される額の控除 8

うち実物資産を繰入れる額　※

収益事業等の経常外費用の総額

9

うち、収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額 10

11

調整後の収益事業等の当期利益総額（7欄+8欄)

8管理費のうち収益事業・その他事業に按分される額の控除

6

収益事業等の経常収益の総額

収益事業等の経常外収益の総額 2

1

収益事業等の収益総額(1欄+2欄) 3

収益事業等の経常費用の総額 4

収益事業等当期利益額(3欄-6欄) 7

収益事業等の費用総額(4欄+5欄)

収益事業等の利益の５０％を公益目的事業へ繰入れる場合は（１）を、５０％を超えて繰入れる場合は（２）
を記載してください。

【別表A(3)　第二段階・収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算】
（A(1)、A(2)の収支相償第二段階の審査の際に必要な、収益事業等の利益から公益目的事業財
産への繰入額の計算に用います。）

合計

合計

収益事業
その他事業（相互

扶助等事業）

事業
年度

（２）　収益事業等の利益額の５０％を超えて公益目的事業財産へ繰入れる場合

2

（１）　収益事業等の利益額の５０％を公益目的事業財産へ繰入れる場合

収益事業

正
味
財
産
増
減
計
算
書

5

その他事業（相互
扶助等事業）

法人コード

法人名

 

別表 A(3) 収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理費の按分方法は、合理的な基準であればよく、下

記の例では会計上の事業費の比率で按分しています。 

 

（計算例） 

収益事業に按分される管理費 20＝ 

管理費 100×収益事業費 200/（公益事業費 700+収益事

業費 200+共益事業費 100） 

 

 収益事業 その他事業 

当期経常増減額 100 △ 10 

按分される管理

費 

△ 20 △ 10 

利益額 80 △ 20 

 

この例で「収益事業から生じた利益の繰入額」には、

利益額の 50％を繰入れる場合は 40 を記載することと

なります。 

ⓐ 管理費のうち収益事業・その他事業に按分

される額の控除 

収益事業等からの利益を実物資産で繰入れる場合に

は、繰入れ時の実物資産の帳簿価額に相当する額が繰

入額になります。 

実物資産を繰入れる額は、利益の繰入額（10 欄)が上

限となります。 

なお、繰入れた実物資産は、公益目的保有財産となり

ます。 

ⓒ 実物資産を繰入れる額 

収支相償の計算において、収益事業、その他事業の利益のうち公益目的事業会計へ繰入れる額

（公益目的事業財産への繰入額）を計算していただくものです。 

別表 A(1)を作成する場合は（１）に、別表 A(2)を作成する場合は（２）に記載して作成して

下さい。 

収益事業等の当期利益総額（9 欄）の 50％（1 円未満

端数切上げ）になります。 

ⓑ 収益事業等から生じた利益の繰入額 

繰入れる実物資産の名称、繰入れ後の資産の使途等を

記載してください。 

この欄は、別表 C(2)の「１．公益目的保有財産」の記

載欄とほぼ同じですので、記載要領については、別表

C(2)（42頁）を参照してください。 

ⓓ 繰入れる実物資産の名称等 

ⓐ 

ⓑ 
ⓒ 

ⓐ 

ⓐ ⓐ 

ⓑ 

ⓔ ⓔ 

ⓒ 

ⓒ ⓒ 

ⓓ 

ⓓ 

これらの欄は、それぞれ別表 A(2)の 14 欄、15 欄と一致させてくだ

さい。 

9 欄に記載した収益事業等の当期利益総額の 100％の額を上限とし

て、別表 A(2)のⓒで説明している収支相償の基準を満たす範囲内の

金額を記載してください。 

※収益事業、その他の事業のうち、赤字となった会計区分がある場

合は、当該会計区分を除いて「合計」を計算してください。 

ⓔ 収益事業等から生じた利益の繰入額 

 

収益事業、その他事

業を実施していな

い場合は、作成不要

です。 
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 別表 B 公益目的事業比率について 

 

 

 

 

 

別表 B(1) 公益目的事業比率の算定総括表 
記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円

円

％

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 16

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 26

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より）

20

22調整額計(15欄～21欄の計)

法人コード

法人名

事業
年度

公 益 目 的 事 業 比 率 の 算 定

公益実施費用額(13欄より)

公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用
額  (13、23、33欄の合計)

公益目的事業比率（1欄÷2欄）

1

2

3

管 理 運 営 費 用 額 （ 24 欄 +32 欄 ） 33

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より） 29

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より） 30

調整額計(25欄～31欄の計) 32

調
　
　
整
　
　
額

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

21

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より） 19

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より）

9

公 益 実 施 費 用 額 （ 4 欄 +12 欄 ） 13

12

調
　
　
整
　
　
額

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より）

収益事業等に係る事業費の額（別表B(5)Ⅰ欄より）

5

14

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より） 7

引当金の取崩額（別表B(5)Ⅶ欄より）

融資に係る費用額（別表B(5)Ⅲ欄より） 6

公 益 実 施 費 用 額 の 計 算

収 益 等 実 施 費 用 額 の 計 算

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より） 8

公益目的事業に係る事業費の額（別表B(5)Ⅰ欄よ
り ）

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

特定費用準備資金取崩額（別表B(5)Ⅵ欄より）

【別表B(1)　公益目的事業比率の算定総括表】
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率について審査します。）

調整額計(5欄～11欄の計)

10

11

4

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より）

特定費用準備資金積立額（別表B(5)Ⅴ欄より）

31

27

23

28

管 理 運 営 費 用 額 の 計 算

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より） 25

24管 理 費 の 額 （ 別 表 B(5) Ⅰ 欄 よ り ）

無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(5)Ⅳ欄より） 17

18

収 益 等 実 施 費 用 額 （ 14 欄 +22 欄 ）

調
　
　
整
　
　
額

財産の譲渡損等（別表B(5)Ⅷ欄より）

土地の使用に係る費用額（別表B(5)Ⅱ欄より） 15

 

この表の■欄を埋めていくことにより、公益目的事業比率の計算が完成します。 

（電子申請では自動計算されます。） 

ⓐ 

ⓑ 

小数点以下 1位未満の端数を四捨五入します。 

ⓐ 公益目的事業比率 

別表 B(5)該当欄より転記します。 

ⓑ 各費用額の計算 

 

調整額がない場合や、既に公益目的事業比率が 50％以上となっており、調整額を加算する

必要がない場合は、別表 B(2)～B(4)は作成不要です。 

ただし、前事業年度の事業報告において調整額を加算した場合は、正当な理由がない限り、

当該調整額の加算を毎事業年度続ける必要があります（認定法施行規則§16Ⅱ、§16の 2

Ⅱ、§17Ⅲ）。 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

㎡ 円

円 円

円

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

円

円

円

円
（複数事業に共通して土地を使用する場合に記載してください）

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

法人コード

法人名

事業
年度

【別表B(2)土地の使用に係る費用額の算定】
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率の計算に必要な、土地の使用に
係る費用額の算定に用います。土地一筆ごとに１枚記載してください。）

算入対象となる事業
名と土地使用方法、
配賦額
（配賦額は別表Ｂ（5）
Ⅱ（土地の使用に係
る費用額）へ転記し
てください）

土地の使用に当たり
負担した費用額(5欄)
の内容と算定根拠

事業
番号

事業の内容 各事業ごとの土地使用方法

9

土地の賃料相当額(4
欄)の算定根拠

7

土地の使用に当たり負担し
た費用額(固定資産税額等） 5

1

事業費に算入すべきみな
し費用額合計(4欄－5欄)

土地の所在地

帳簿価額

6

配賦額

3

0

NO.

10

8

土地の賃料相当額
の各事業の費用額
への配賦計算内訳(9
欄の算出根拠）

１年度間の土地賃料
相当額　(7欄)より

4

面積 2

 

別表 B(2) 土地の使用に係る費用額の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓐ 

公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「土地の使用に係る費用額」

について説明していただくものです。 

 

土地の使用に係る費用額につ

いて調整の必要がなければ、

この別表は作成不要です。 

実際に支出し、経常費用の額に算入されているものを

控除することで、二重計上を排除します。 

ⓐ 土地の使用に当たり負担した費用額(固定

資産税額等） 

土地の賃料相当額の計算方法は 

①不動産鑑定士等の鑑定評価 

②固定資産税の課税標準額を用いた倍率方式（3 倍以

内） 

③賃貸事例比較方式や利回り方式などから選択でき

ます。 

ⓑ 土地の賃料相当額（4欄)の算定根拠 

別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓒ 事業番号 

ⓑ 

ⓒ ⓓ 例えば公益目的事業と収益事業に共通して使用して

いる土地を費用額に算入する場合、公益目的事業だけ

ではなく、収益事業についても適切に配賦しなければ

なりません。 

配賦額は、1 円単位で記載し、小数点以下の端数につ

いては適宜調整してください。 

ⓓ 各事業ごとの土地使用方法、配賦額 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

貸付の内容

法人コード

法人名
NO.

事業
年度

費用額に算入する額

借入れをして調達
した場合の利率

貸付利率 4

費用額に算入する額
(7欄)の算定根拠

6

7
７欄の額を、別表B（5）Ⅲ（融資に係る費用額）へ転
記してください。

3

2

5

事業番号 事業の内容1

【別表B(3)融資に係る費用額の算定】
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率の計算に必要な、融資に係る費用額の計算に用いま
す。）

 

別表 B(3) 融資に係る費用額の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓐ 

公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「融資に係る費用額」につい

て説明していただくものです。 

別紙３の１．の「事業の一覧」に記載した「事業番号」

及び「事業の内容」を記載してください。 

ⓐ 事業番号及び事業の内容 

貸付金の名称、年額（月額）、期間等を記載してくだ

さい。 

ⓑ 貸付の内容 ⓑ 

ⓒ 

融資先に対する融資の貸付利率を記載してください。 

ⓒ 貸付利率 

貸付の原資となる資金を借入れて調達した場合の借

入利率について記載してください。 

当該事業年度末の長期プライムレートや貸出約定平

均金利を使用します。 

（記載例：□.□％ ○年×月の長期プライムレート） 

ⓓ 借入れをして調達した場合の利率 

ⓓ 

「借入れをして調達した場合に必要となる費用の額」

から「当該融資によって実際に得られる利子収入の

額」を除いた額が「費用額に算入する額」となります。 

ここでは、それぞれの額の算定根拠について説明して

ください。 

ⓔ 費用額に算入する額（7欄）の算定根拠 

ⓔ 

 

融資に係る費用額について調

整の必要がなければ、この別

表は作成不要です。 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

円 円

円

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

円

円
（複数事業に共通して役務が提供される場合に記載してください）

※資料を添付する場合は、資料の番号と資料名を記載
　　（資料番号：　　　　　　資料名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業
年度

【別表B(4)無償の役務の提供等に係る費用額の算定】
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率の計算に必要な、無償の役務提
供等に係る費用額の算定に用います。役務提供等１件ごとに記載してください。）

NO.
法人コード

法人名

役務提供等の名称 1

役務提供等の内容 2

8

役務提供等を受ける場所 3

0

必要対価の額
(役務提供の対価額）

役務の提供があった
事実を証する方法

4

11

10

各事業の費用額へ
の配賦(10欄）計算内

訳

5

必要対価の額(5欄)
の算定根拠
(役務提供の延べ日
数や、延べ人数、単
価等の算定根拠を、
詳しく記載してくださ
い。また、昨年度の
実績等があれば記
載してください。）

費用額に算入する総
額(5欄－6欄)

算入対象となる事業
と配賦額
（配賦額は別表B(5)
Ⅳ（無償の役務提供
等に係る費用額）へ
転記してください）

支払対価の額(6欄)
の内容と算定根拠

7

9

事業の内容事業番号

6

事業の実施に対し、この役務の提
供等が不可欠である理由を説明
してください。

配賦額

支払対価の額（役務提供
に対し実際に支払う額）

 

別表 B(4) 無償の役務の提供等に係る費用額の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

役務の提供が無償により行われた場合に限らず、低廉

な対価や諸経費を法人が負担した場合にも必要対価

の額との差額が費用額に算入できます。この場合の法

人が負担した対価等を 6欄に記載します。 

ⓒ 支払対価の額（役務提供に対し実際に支払

う額） 

専門家による専門サービスを受けた場合には、専門サ

ービスとしての対価となります。 

民間企業等からの出向者については、出向元からの給

与を指標とすることができます。 

また、役務提供地の最低賃金によることも可能です。 

ⓓ 必要対価の額(5欄)の算定根拠 

ⓑ 

ⓐ 

誰もが無料で受けられる役務等は入りません。 

ⓐ 役務提供等の内容 

原則、提供者の署名、連絡先が必要になります。署名

がもらえない場合には、その理由と署名に代え証する

方法を記載します。 

ⓑ 役務の提供があった事実を証する方法 

ⓒ 

ⓓ 

別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓔ 事業番号 

ⓔ 

公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「無償の役務の提供等に係る

費用額」について説明していただくものです。 

 

無償の役務の提供等に係る費

用額について調整の必要がな

ければ、この別表は作成不要

です。 

配賦額は、1 円単位で記載し、小数点以下の端数につ

いては適宜調整してください。 

ⓕ 配賦額 

ⓕ 

無償の役務の提供等に係る費用額の調整を行った法人は、提供者の住所・氏名、日時、役務等の内容、

単価とその根拠、法人の事業との関係、提供者署名を記載した書類を作成し、当該事業年度終了の日か

ら起算して 10年間、保存しなければなりません。（認定法施行規則§17Ⅳ） 
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別表 B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表 

 

 

 

 

 

 

 〔その１〕 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日 法人コード

至 年 月 日 法人名

Ⅰ　事業実施に係る経常費用の額(事業費の額）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅱ　土地の使用に係る費用額（別表B(2)より）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅲ　融資に係る費用額（別表B(3)より）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅳ　無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(4)より）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅴ　特定費用準備資金当期積立額（別表C(5)より）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅵ　特定費用準備資金当期取崩額（別表C(5)より、マイナス額で記載してください）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅶ　引当金の取り崩し額(マイナス額で記載してください）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅷ　財産の譲渡損等の額（認定規則第１５条第１、３、４項の額をマイナス額で、第２項の額をプラス額で記載してください。）

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

Ⅸ　合計

公１ 公２ 公３ 公４ 公５ 公６ 公７ 公８ 公９ 共通
公益実施費用

額計

特定費用準備資金の名称

合計

事業比率

合計

NO. 財産の名称
公益実施費用額

合計

公益実施費用額

NO.

合計

引当金の名称
公益実施費用額

公益実施費用額
NO. 特定費用準備資金の名称

合計

NO.

合計

NO.

所在地
公益実施費用額

経常費用額

事業
年度

【別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表】その１
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率の算定について、各事業ごとに数値をまとめ、別表B(1)に転記するための表です。）                        （単位：円）

公益実施費用額

公益実施費用額

NO.

合計

貸付の内容
公益実施費用額

役務提供等の名称
公益実施費用額

NO.

合計

別表B(1)(事業
比率）４欄へ

別表B(1)(事業
比率）6欄へ

別表B(1)(事業
比率）7欄へ

別表B(1)(事業
比率）8欄へ

別表B(1)(事業
比率）10欄へ

別表B(1)(事業
比率）11欄へ

別表B(1)(事業
比率）13欄へ

別表B(1)(事業
比率）５欄へ

別表B(1)(事業
比率）9欄へ

 

 

損益計算書の経常費用の額に認定法施行規則§15Ⅰ、

Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用損の額が

計上されている場合のみ、マイナスで記載し、費用額

から減じます。 

また、認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の

額が損益計算書の経常費用の額に計上されていない

場合には当該金額をプラスで記載し、費用額に加えま

す。 

ⓖ Ⅷ 財産の譲渡損等の額 

公益目的事業比率の計算において、各事業別に費用額を配賦した結果を取りまとめる計算

をしていただくものです。〔その１〕に公益実施費用額を、〔その２〕に収益等実施費用額、

管理運営費用額及び費用額の配賦基準を記載します。 

該当する費用がなければ記載不要です。 

ⓗ Ⅱ～Ⅷ 

所在地（略記可）は別表 B(2) 1欄、費用額は別表 B(2) 

9欄より転記します。 

ⓑ Ⅱ 土地の使用に係る費用額 

役務提供等の内容（略記可）は別表 B(4) 2 欄、費用

額は別表 B(4) 10欄より転記します。 

ⓓ Ⅳ 無償の役務の提供等に係る費用額 

別表 C(5)【当年度】積立額、取崩額を各事業区分に応

じ転記します（取崩額はマイナスで記載してくださ

い。）。 

 

ⓔ Ⅴ 特定費用準備資金当期積立額・取崩額 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓓ 

ⓖ 

ⓔ 
ⓗ 

ⓕ 

貸付の内容（略記可）は別表 B(3) 3 欄、費用額は別

表 B(3) 7欄より記載します。 

ⓒ Ⅲ 融資に係る費用額 

マイナスで記載してください。なお、引当金取崩益が

計上されない処理を行った場合には記載不要です。 

引当金を経常外増減の部で取り崩した場合もここに

記載してください。 

ⓕ Ⅶ 引当金の取り崩し額 

損益計算書の経常費用から転記します（会計区分間に

おいて生じる内部取引高が含まれる場合は、これを控

除した額）。 

ⓐⅠ 事業実施に係る経常費用の額(事業費

の額） 
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 〔その２〕 

 　 　 記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

法人コード

法人名

Ⅰ　事業実施に係る経常費用の額(事業費の額）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅱ　土地の使用に係る費用額（別表B(2)より）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅲ　融資に係る費用額（別表B(3)より）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅳ　無償の役務の提供等に係る費用額（別表B(4)より）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅴ　特定費用準備資金当期積立額（別表C(5)より）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅵ　特定費用準備資金当期取崩額（別表C(5)より、マイナス額で記載してください）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅶ　引当金の取り崩し額(マイナス額で記載してください）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅷ　財産の譲渡損等の額（認定規則第１５条第１、３、４項の額をマイナス額で、第２項の額をプラス額で記載してください。）

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

Ⅸ　合計

収１ 収２ 収３ 他１ 他２ 共通
収益等実施費

用額計

合計

合計

事業比率

NO.

合計

NO.

合計

NO. 特定費用準備資金の名称

合計

合計

NO.

合計

NO. 特定費用準備資金の名称

NO.

合計

経常費用額

【別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表】その２
（公益法人認定法第５条第８号に定められた公益目的事業比率の算定について、各事業ごとに数値をまとめ、別表B(1)に転記するための表です。）                                        （単位：円）

収益等実施費用額
管理運営費用

額
合計
(参考)

収益等実施費用額

合計
(参考)

収益等実施費用額
管理運営費用

額

合計
(参考)

収益等実施費用額
管理運営費用

額

収益等実施費用額
管理運営費用

額

貸付の内容

役務提供等の名称

引当金の名称

財産の名称
収益等実施費用額

管理運営費用
額

収益等実施費用額
管理運営費用

額

NO.

合計
(参考)

配賦基準

合計
(参考)

合計
(参考)

合計
(参考)

備考（規則第１５条のうち該当
の項番を記載）

合計
(参考)

配賦基準所在地
管理運営費用

額

合計
(参考)

収益等実施費用額
管理運営費用

額

収益等実施費用額
管理運営費用

額

別表B(1)(事業比
率）14欄へ

別表B(1)(事業
比率）17欄へ

別表B(1)(事業比率）27欄へ

別表B(1)(事業
比率）18欄へ

別表B(1)(事業比率）28欄へ

別表B(1)(事業
比率）20欄へ 別表B(1)(事業比率）30欄へ

別表B(1)(事業
比率）21欄へ 別表B(1)(事業比率）31欄へ

別表B(1)(事業
比率）23欄へ

別表B(1)(事業比率）33欄へ

別表B(1)(事業比率）24欄へ

別表B(1)(事業比
率）15欄へ 別表B(1)(事業比率）25欄へ

別表B(1)(事業
比率）19欄へ 別表B(1)(事業比率）29欄へ

別表B(1)(事業比
率）16欄へ

別表B(1)(事業比率）26欄へ

 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓓ 

ⓕ 

ⓖ 

該当する費用がなければ記載不要です。 

ⓗ Ⅱ～Ⅷ 

〔その 1〕の公益実施費用額と、〔その 2〕の収益等実

施費用額及び管理運営費用額の合計を記載します。該

当する費用がなければ記載不要です。 

ⓘ 合計（参考） 

ⓘ 

ⓔ 

所在地（略記可）は別表 B(2) 1欄、費用額は別表 B(2) 

9欄、配賦基準は別表 B(2) 10欄より転記します。 

ⓑ Ⅱ 土地の使用に係る費用額 

貸付の内容（略記可）は別表 B(3) 3 欄、費用額は別

表 B(3) 7欄、配賦基準は別表 B(3) 6欄より記載しま

す。 

ⓒ Ⅲ 融資に係る費用額 

役務提供等の内容（略記可）は別表 B(4) 2 欄、費用

額は別表 B(4) 10欄、配賦基準は別表 B(4) 11欄より

転記します。 

ⓓ Ⅳ 無償の役務の提供等に係る費用額 

損益計算書の経常費用の額に認定法施行規則§15Ⅰ、

Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用損の額が

計上されている場合のみ、マイナスで記載し、費用額

から減じます。 

また、認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の

額が損益計算書の経常費用の額に計上されていない

場合には当該金額をプラスで記載し、費用額に加えま

す。 

ⓖ Ⅷ 財産の譲渡損等の額 

マイナスで記載してください。なお、引当金取崩益が

計上されない処理を行った場合には記載不要です。 

ⓕ Ⅶ 引当金の取り崩し額 

別表 C(5)【当年度】積立額、取崩額を各事業区分に応

じ転記します（取崩額はマイナスで記載してくださ

い。）。 

ⓔ Ⅴ 特定費用準備資金当期積立額・取崩額 

ⓗ 

損益計算書の経常費用から転記します（会計区分間に

おいて生じる内部取引高が含まれる場合は、これを控

除した額）。 

 

ⓐⅠ 事業実施に係る経常費用の額(事業費

の額） 
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≪参考≫ 損益計算書内訳表からの転記の方法 

     （公益目的事業比率、遊休財産額の保有上限額） 

 

 

 

 

 

 

 

この欄の数字を 
別表 B(5)〔その１〕の 
Ⅰ欄に記載 

この欄の数字を 
別表 C(1)の 
17欄に記載 

この欄の数字を 
別表 B(5)〔その２〕の 
Ⅰ欄に記載 

○○ ×× 共通 小計 △△ □□ 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

事業収益

・・・・・・

・・・・・・

　経常収益計

（2）経常費用

事業費

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

管理費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

　経常費用計

　評価損益等調整前当期経常増減額

　投資有価証券評価損益等

　当期経常増減額

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

・・・・・・

（2）経常外費用

・・・・・・

Ⅱ　指定正味財産増減の部

・・・・・・

Ⅲ　正味財産期末残高

科　　　目

正味財産増減計算書内訳表

平成X年4月1日から平成X+1年3月31日まで

（単位：円）

公益目的事業会計 法人
会計

内部取
引消去

合計
収益事業等会計

各会計区分の経常費用計に会計区分間において生じる内部取

引高が含まれる場合には、これを控除した金額を別表 B(5)又は

別表 C(1)の該当欄に記載して下さい。 
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自 年 月 日

至 年 月 日

この様式では、遊休財産額が、遊休財産額の保有上限額を超えていないことを確認します。

遊休財産額は、以下の計算により算定します。

遊休財産額＝資産－（負債＋一般社団・財団法人法第131条の基金）－（控除対象財産－対応負債の額※）

１．遊休財産額の計算に必要な数値の作成（下記３．及び４．に必要な数値を作成します。）

資産の部 負債の部

流動資産計 1 円 流動資産に直接対応する負債の額 6 円

控除対象財産（別表C(2)から転記） 2 円 7 円

その他の固定資産　4欄-2欄 3 円 その他の固定資産に直接対応する負債の額 8 円

固定資産計　5欄-1欄 4 円 引当金勘定の合計額　35欄 9 円

10 円

負債計　26欄 11 円

正味財産の部

12 円

指定正味財産の額　33欄 13 円

一般正味財産の額　15欄-12欄-13欄 14 円

正味財産計 15 円

資産計 5 円 16 円

２．遊休財産額の保有上限額（＝公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額）の計算

損益計算書上の公益目的事業に係る事業費の額 17 円 21 円

18 円 財産の譲渡損、評価損等の額 22 円

19 円 23 円

20 円 24 円

３．遊休財産額の計算

資産　5欄 25 円 控除対象財産の額　2欄 28 円

負債　11欄 26 円 対応負債の額　39欄 29 円

27 円 30 円

４．対応負債の額の計算（次の２つの方法のうちいずれかを選択し、○を記載してください。）

控除対象財産の額　2欄 31 円 控除対象財産の額　2欄又は28欄 31 円

32 円

指定正味財産の額　13欄 33 円 指定正味財産の額　13欄 33 円

31欄-32欄-33欄 34 円 31欄-33欄 34 円

引当金勘定の合計額　9欄 35 円 引当金勘定の合計額　9欄 35 円

36 円

37 円 その他負債の額　11欄-35欄 37 円

38 円 38 円

39 円 39 円

【判定結果】

遊休財産額の保有上限額　20欄-24欄 40 円

遊休財産額　30欄 41 円

遊休財産額の保有上限額の超過の有無 42

対応負債の額　32欄+34欄×37欄/(37欄+38欄) 対応負債の額　34欄×37欄/(37欄+38欄)

控除対象財産に直接対応する負債の額　7欄

各資産に直接対応する負債の額　6欄+7欄+8欄

その他負債の額　10欄（11欄-35欄-36欄と同額）

一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄と同額）

一般社団・財団法人法第131条の基金　27欄

負債及び正味財産合計　5欄（11欄+15欄と同額）

一般社団・財団法人法第131条の基金　12欄 遊休財産額　25欄-26欄-27欄-28欄+29欄

事業
年度別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定

※対応負債の額とは、控除対象財産に直接対応する負債の額とその他の負債のうち控除対象財産に按分された負債の合計額です。
　 なお、控除対象財産から対応負債の額を控除するのは、借入金等によって資産を取得している場合には、負債が二重で減算される
　 ことになってしまうためです。

法人コード

法人名

控除対象財産に直接対応する負債の額　32欄

公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第8項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第8項の方法

一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄と同額）

固
定
資
産

公益実施費用額から控除する引当金の取崩額

その他負債の額　11欄-6欄-7欄-8欄-9欄

特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額
（別表C(5)から転記（公益目的事業の場合のみ））

商品等の原価を予め費用計上していない場合のみ

商品等譲渡に係る原価相当額
特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額
（別表C(5)から転記（公益目的事業の場合のみ））

計　(17欄+18欄+19欄) 控除額計　(21欄+22欄+23欄)

　　　 記載要領

網掛けの欄に数値を入
力してください。
その他の欄は、自動的
に計算されます。

 

 別表 C 遊休財産額について 

 

                     

 

 

 

別表 C(1) 遊休財産額の保有制限の判定 

例えば、法人の総資産 500、総負債 100、控除対象財

産 300のうち 100は借入金で取得、他の資産は全て遊

休財産額となるといった場合、対応負債である借入金

を考慮しないで遊休財産額を計算すると、 

500（総資産）－100（総負債）－300（控除対象財産）

＝100 

となり、遊休財産額が 200という実態から離れた結果

になります。 

したがって控除対象財産から対応する負債の額を除

くことによって、 

500（総資産）－100（総負債）－（300（控除対象財

産）－100（対応負債））＝200となり、 

負債の二重控除を排除するわけです。 

ⓐ 「対応負債の額」の考え方 

ⓐ 

ⓑ 

それぞれの資産に直接対応する負債の合計額を記載

します（考え方は 41頁をご覧ください。）。 

ⓑ 6欄、7欄、8欄 

ⓒ 
ⓓ 

認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の額が

損益計算書の公益目的事業費の額に計上されていな

い場合にのみ記載します。 

ⓒ 商品等譲渡に係る原価相当額 

当該事業年度の公益目的事業に係る特定費用準備資

金の積立額及び取崩額の合計額を記載します。 

ⓓ 特定費用準備資金の公益実施費用額への

算入額・控除額 

ⓔ 
ⓕ 

損益計算書の公益目的事業費の額に認定法施行規則

§15Ⅰ、Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用

損の額が計上されている場合のみ記載し、遊休財産の

保有上限額から控除します。 

ⓕ 財産の譲渡損、評価損等の額 

遊休財産額が遊休財産額の保有上限額以下の場合は

「適合」、超過している場合は「超過」と記載してく

ださい（電子申請の場合は、自動で表示されます。）。 

ⓗ 遊休財産額の保有上限額の超過の有無 

ⓗ

  

この表の■欄を埋めていき、最下部の 42 欄（下図ではⓗ）に、遊休財産額が保有上限を超過していない

か否かを記載します（電子申請では自動計算されます。）。 

なお、この別表は、提出書に添付した貸借対照表の期末における資産、負債等を基に作成します。 

事業年度が１年でない場合（特例民法法人から移行した場合の公

益法人としての初年度など）は、以下の計算式により算出した額

を記載してください（電子申請の場合は、20 欄－24 欄の額が自

動で表示されますので、上書きで記載してください。）。 

 

＜計算式＞ 

（20欄－24欄）／ 当該事業年度の月数※ × １２ 

※当該事業年度の月数は、１月に満たない端数を生じたときは切

り捨ててください（事業年度が１月に満たないときは１月として

ください。）。 

ⓖ 遊休財産額の保有上限額 

ⓖ 

ⓓ 

損益計算書において、公益目的事業に係る引当金取崩

益を計上した場合には、その合計額を記載します。 

引当金を経常外増減の部で取り崩した場合もここに

記載してください。 

ⓔ 公益実施費用額から控除する引当金の取

崩額 
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対応負債の額の計算の方法には、①認定法施行規則§22Ⅶの方法と、②認定法施行規則§22Ⅷの方法とが

あり、別表 C(1)の「４．対応負債の額の計算」で選択できます。その違いは、次のとおりです。 

（以下、FAQ問Ⅴ-４-⑤の抜粋です。詳細は、FAQをご覧ください。） 

 

【設定事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪認定法施行規則§22Ⅶの方法≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪認定法施行規則§22Ⅷの方法≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流動資産　４０

固

定

資
 
産

 Ａ
控除対象財産

１２０

 その他　９０

その他　２０

各対応負債　２０

 指定正味財産

７０

 各対応負債　１０

 その他　４０

 各対応負債　３０

 その他　６０

　
負
 

債

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

 各資産に対応する

負債の合計額
　６０

 イ  その他負債　２０

 引当金　２０

８

Ｂ
１８

１００

資産合計　２５０

 流動資産　４０

固

定

資
 
産

 Ａ
控除対象財産

１２０

 その他　９０

 指定正味財産

７０

 その他　５０

　
負
 

債

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

①
その他負債

８０

 引当金　２０

Ｂ
２５

１００

資産合計　２５０

※控除対象財産 

公益目的保有財産とした土地(80)及び建物(40) 

 

※資産の各科目との対応関係が明らかな負債の額 

・未払金(20)は翌期首に現金預金から支払うもの 

・借入金(40)は次の資産の取得に充てている 

  建物(10)、その他資産(30) 

（それぞれ控除対象財産に対応する負債） 
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   別表 C(2) 控除対象財産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

※　法人の管理運営に用いる財産については、事業番号の欄に「管」と記載してください。

１．公益目的保有財産

２．公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産

円

円

円円

円

円

円

円 円

番
号

財産の名称

4

円

場所

面積、構造、物量等
事業番号※

財産の使用状況
（概要、使用面積、使用状況等）

帳簿価額

期首

財産の名称

計（Ａ）

10

2

4

計（Ｂ）

1

3

円

円

円

円

円

共用割合

円

円

共用財産

円

円

円

不可欠
特定財産

取得
時期

円

円

円

期末

円

別表C(2)　控除対象財産
法人コード

法人名

事業
年度

円

円

円

共用
財産

共用
割合

円

円

円

円

5

番
号

帳簿価額

期首 期末

場所
事業番号※

財産の使用状況
（概要、使用面積、使用状況等）

面積、構造、物量等

5

6

7

8

1

3

2

円

円

円

9

 

 

ⓐ 

ⓐ 

ⓑ 

ⓑ ⓒ 

ⓒ 

ⓓ ⓔ 

ⓕ 

貸借対照表及び財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。 

ⓐ 財産の名称、場所、面積、構造、物量等 

当該財産の使用実態に応じて、別紙３の「１．事業の

一覧」の該当する事業番号を記載してください。複数

の事業に使用している場合は、複数の事業番号を記載

してください。法人の管理運営に用いる財産は、「管」

と記載してください。 

ⓑ 事業番号 

当該財産の使用状況を記載してください。当該財産を

公益目的事業と公益目的事業以外に共用している場

合は、財産全体の使用の概要を記載の上、当該事業に

おける使用面積、使用状況等を記載してください。 

ⓒ 財産の使用状況 

当該財産を「１．公益目的保有財産」と「２．公益目的事業に必

要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に区分

して記載した場合は、上段に当該財産の「２．公益目的事業に必

要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」におけ

る番号を記載してください。（記載例：２－１）また、別表 C(3)

に基づき、下段に当該財産全体に占める公益目的事業に使用する

割合を％で記載してください（共用財産であって、それぞれの用

に供する箇所について物理的な特定が困難で区分できず、当該財

産全体を公益目的保有財産に記載した場合であっても、公益目的

事業に使用する割合は記載してください。）。 

ⓔ 共用財産、共用割合 

遊休財産額の計算に際して、控除する対象資産について説明していただくものです。 

【記載上の注意】 
о「１．公益目的保有財産」には、公益目的事業の用に供する財産（認定法§18⑤～⑦、認定法施行規則§26⑥⑦、

認定法施行規則附則Ⅱ①）及び不可欠特定財産（認定法§18⑥（同法§5⑯））をすべて記載してください。 

о公益目的事業と公益目的事業以外に共用する財産は、別表 C(3)に基づき、面積、帳簿価額等を区分した上で、

公益目的事業の用に供する部分のみ公益目的保有財産に記載してください。また、公益目的事業以外の用に供す

る部分は、「２.公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に記載してください。 

о公益目的事業と公益目的事業以外に共用する財産であっても、それぞれの用に供する箇所について物理的な特定

が困難で区分できない場合には、一の事業の資産として当該財産を経理してください。 

о「２.公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」には、公益目的事業の財源確

保のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産、公益目的事業や当該収益事業等の

管理業務の用に供する固定資産を記載してください。 

о遊休財産額については「ＦＡＱ問Ⅴ‐4‐①～⑬（遊休財産額）」で説明しています。併せて参照してください。 

当該財産を「１．公益目的保有財産」と「２．公益目

的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の

用に供する財産」に区分して記載した場合は、上段に

当該財産の「１．公益目的保有財産」における番号を

記載してください（記載例：１－１）。また、別表 C(3)

に基づき、下段に当該財産全体に占める公益目的事業

以外に使用する割合を％で記載してください。 

※公益目的保有財産は公益目的事業財産であり、原則として

公益目的事業以外に使用することができませんので、原則と

してその共有割合を低下することはできません。 

ⓕ 共用財産、共用割合 

当該財産が不可欠特定財産である場合には、上段に○

を記載し、下段に当該財産を取得した時期を「認定

前」、「認定後」のいずれかで記載してください。 

金融資産は該当しませんので御留意ください。 

ⓓ不可欠特定財産、取得時期 

法人会計に区分経理した積立金等から生じた果実を管理費

の財源に充てる場合、果実が適正な管理費相当額の範囲内で

ある場合は２．の財産に該当します。 

自己で所有する施設等の災害復旧、復興に充てるために積み

立てる資金を合理的に見積もった範囲で特定資産として経

理する場合には２．の財産に該当します。また、災害救援等

を事業として行うことを定款に位置づけている法人が、災害

等発生時の緊急支援のための備えを過去の実績や類例等か

ら合理的に見積もった資金は４．の資金で整理できます。 
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≪参考≫別表Ｃ（２）控除対象財産と財務諸表の関係 

控除対象財産と財務諸表との関係を整理しますと、以下のようになります。 

会計上の 

資産区分 
財産の使途・保有目的と認定法における財産区分 

控除対

象財産

該当号 

（流動資産） 特に使途の定めがないもの（遊休財産） × 

（固定資産） 

基本財産 

公益目的

保有財産 

不可欠特定財産 一 

不可欠特定財産以外の公益目的事業財産 

収益事業等・管理活動財産 二 

寄附者等による使途の指定のある財産・資金 五、六 

使途・用途不明等（上記以外）（遊休財産） × 

特定資産 公益目的

保有財産 

不可欠特定財産以外の公益目的事業財産 一 

収益事業等・管理活動財産 二 

資産取得資金 三 

特定費用準備資金 四 

寄附者等による使途の指定のある財産・資金 五、六 

使途・用途不明等（上記以外）（遊休財産） × 

その他 

固定資産 

公益目的保有財産（金融資産以外） 一 

収益事業等・管理活動財産（金融資産以外） 二 

使途・用途不明等（上記以外）（遊休財産） × 

（注）「控除対象財産」欄 一～六：認定法施行規則第 22 条第３項各号に該当 

           × ：該当のないことを示します。  

３．資産取得資金（別表C(4)より）

４．特定費用準備資金（別表C(5)より）

５．交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産（１～４に記載した財産は含まれません。）

６．交付者の定めた使途に充てるために保有している資金（１～４に記載した資金は含まれません。）

円 円

控除対象財産の額（Ａ～Ｆの合計）
期首 　この額を

　別表C(1)の
　2欄に転記

期末

円

共用
財産

共用
割合

円

公益目的
保有財産

期末

円

円

帳簿価額

期首 期末

円円

円

円

円円

計（Ｆ）

円

2

円

期首 期末

1

事業番号※ 交付者の定めた使途

計（Ｅ）

帳簿価額
番
号

資金の名称

円 円

2

円 円

円 円

番
号

資金の目的

事業番号※ 資金の目的

事業番号※

計（Ｃ）

資金の名称

番
号

番
号

財産の名称 事業番号※ 交付者の定めた使途

1

計（Ｄ）

期首

帳簿価額

期首

円

期末

円

円

円

帳簿価額

2

1

2

資金の名称

1

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載上の注意】 
о「３．資産取得資金」は、別表 C(4)の資産取得資金について、記載してください。 

外形的にひとつの資産を取得する場合であっても、「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業等その他
の業務又は活動の用に供する財産」に区分される共用財産を取得する場合には、「公益目的保有財産」を取得する資産
取得資金と「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」を取得する資産取得資金に
区分してください。 
取得する資産が、公益目的事業と公益目的事業以外の用に共用する資産であっても、それぞれの用に供する箇所につ
いて物理的な特定が困難で、区分できない場合には、一の事業の資産として資産取得資金を経理してください。 

 
о「４．特定費用準備資金」は、別表 C(5)の特定費用準備資金について、記載してください。 
 
о「５．交付者の定めた使途に従って現に使用・保有している財産【5 号財産】」及び「６．交付者の定めた使途に充て
るために保有している資金【6号財産】」には、既に１～４に記載した財産を記載することはできません。 
また、交付者の定めた使途が記載された書類は備置及び閲覧の措置を講じる必要があります。 

当該資産取得資金により、公益目的保有財産を取得する場

合には、○を記載してください。 

ⓗ 公益目的保有財産 

「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業

等その他の業務又は活動の用に供する財産」に区分される

共用財産を取得するために、資産取得資金を区分した場合

には、上段に関連する資産取得資金の番号を記載してくだ

さい。（記載例：３－２） 

また、別表 C(4)に基づき、下段に共用割合を％で記載して

ください。この場合、公益資産の取得に充てる資金につい

ては、当該資産全体に占める公益資産への配賦割合を記載

し、公益資産以外の取得に充てる資金については、当該資

産全体に占める公益資産以外への配賦割合を記載してく

ださい。 

なお、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には公益

資産の取得に充てる資金については、当該資産全体に占め

る公益資産に使用する割合を記載し、公益資産以外の取得

に充てる資金については、当該資産全体に占める公益目的

事業以外に使用する割合を記載してください。 

ⓘ 共用財産、共用割合 

ⓗ ⓘ 

ⓖ 

ⓖ 

ⓖ 

ⓖ 

貸借対照表及び財産目録と一致した記載にしてください。 

ⓖ 資金の名称又は財産の名称 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

（上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額）（単位：円）

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

公益目的事業会計

帳簿価額 配賦基準

6

8

7

5

4

3

2

番
号 共通

財産の名称

1

公5 収1 収2 他1

小計

公1 公2 公3 公4

別表C(2) 控除対象財産 における１．公益目的保有財産の各事業への配賦方法を確認するものです。
複数の事業に関連する財産については、配賦基準を明記の上、記載してください。

別表C(3)　公益目的保有財産配賦計算表

小計

事業
年度

法人コード

法人名

収益事業等会計

法人会計
他2

共通

 

別表 C(3) 公益目的保有財産配賦計算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓐ 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。 

ⓐ 財産の名称 

ⓑ 

提出書に添付した貸借対照表の期末における帳簿価

額を記載してください。 

ⓑ 帳簿価額 

当該公益目的保有財産を公益目的事業と公益目的事

業以外の両方の用に共用する場合、各事業や法人会計

に配賦する基準（例えば、土地や建物の場合であれば

面積比など）とその単位を記載してください。 

ⓒ 配賦基準 

ⓒ 

ⓓ 

上段に別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番

号を記載し、下段に適宜、事業の略称を記載してくだ

さい。 

ⓓ 公益目的事業会計、収益事業等会計 

別表 C(2)中の「１.公益目的保有財産」について、各事業別に配賦する際の基準と、その結果配賦

された額について説明していただくものです。 

上段に配賦の根拠数値（単位は記載しないでください。）を記載すれば、中段、下段ともに自動計

算されます。 

 

公益目的保有財産がなけれ

ば、この別表は作成不要です。 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

年度 ～ 年度 （ 年間 ）

あり なし

※1　資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

１．控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度の前後３年間の計画】（経過年度は実績値を記載）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※2　当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

２．公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

　【当該資産取得資金が、公益資産取得資金である場合のみ記載が必要です。】

【当年度の前３年間の計画】

　（当年度までの数値を記載） ※3　収支相償上の積立額及び取崩額は、それぞれの限度額の範囲内で記載してください。

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円

資産の取得等に必要な額の
算定方法

別表C(2) 控除対象財産 における３．資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償の計算（収益事業等の利益額を50％を
超えて繰入れる場合） における公益資産取得資金に関する調整及び公益目的保有財産に係る当期収支（費用）の算出に用いま
す。

法人名

当該資金の目的

事業
年度

法人コード
別表C(4)　資産取得資金

事業番号

取崩額 積立限度額

資産全体に占める公益目的
事業に使用する割合の説明

（共用財産の場合のみ）

資産取得資金の額
（累計）

収支相償上の取崩額※3

１．の当年度の取崩額

収支相償上の資産取
得資金の額（累計）

当該事業年度の目的外取崩し
（当該事業年度に取崩しを

行った場合のみ）

資産全体に占める公益目的

事業に使用する割合（％）※1

（共用財産の場合のみ）

年度
50% 50%超

利益の繰入割合※2

３年度前

前々年度

前年度

収支相償上の
取崩限度額

積立額

対象となる資産の名称

資産取得資金の名称（貸借対照表科目名）

資産取得等予定時期

計画期間（事業年度） 平成平成

当年度

当年度

次年度

次々年度

３年度後

年度
収支相償上の
積立限度額 収支相償上の積立額※3

NO.

３年度前

前々年度

前年度

収益事業等の利益額を50％を超えて繰入れる場合は、これらの数値を、それぞれ、別表A(2)（収益事業等の利益額
を50％を超えて繰入れる場合）の公益資産取得資金に関する調整（12欄）に算入してください。

収益事業等の利益額を50％を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)（収益事業等の利益額を50％を超えて
繰入れる場合）の公益目的保有財産に係る当期収支（13欄）（費用）に算入してください。

 

別表 C(4) 資産取得資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓑ 事業番号 

貸借対照表及び財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。例えば、○○建物建替資金、○○用自動車取得

資金など具体的に取得する資産がわかる名称を使用

してください。 

ⓒ 資産取得資金の名称 

当該資産取得資金により取得等する資産の名称を記

載してください。 

ⓓ 対象となる資産の名称 

ⓐ 

ⓑ ⓒ 
ⓓ 

当該資金により取得等する資産の使途について記載

してください。 

ⓔ 当該資金の目的 

最初の積立てから最後の取崩しまでの計画期間を記

載してください。なお、資産取得のために移行時まで

に積み立ててあった積立金を移行時に資産取得資金

に振替えた場合であっても、新規に資産取得資金を積

立てることとなるため、移行前の積立期間は含めない

でください。 

ⓕ 計画期間（事業年度） 

ⓔ 

ⓖ 

資産取得資金により取得等をする資産の公益目的事業の用に使用

する割合について、算定根拠を示して説明してください。 

ⓘ 資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説

明（共用財産の場合のみ） 

ⓗ 

当該事業年度に、当該資産取得資金の目的以外に使用するために取

崩しを行った場合は、「あり」にチェックしてください。 

ⓙ 当該事業年度の目的外取崩し 

ⓘ 

資産取得等の予定の時期を記載してください。なお、

時期を詳細に記載する必要はありませんが、資産取得

等を予定する年度は必ず記載してください。 

ⓖ 資産取得等予定時期 

ⓕ 

別表 C(2)中「３．資産取得資金」について、説明していただくものです。 

【記載上の注意】 
оこの様式は、資産取得資金ごとに作成してください。 

о資産取得資金は、積立対象資産ごとに１つの資金としてください。 

о外形的に 1 つの資産を取得する場合であっても、「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業等その

他の業務又は活動の用に供する財産」に区分される共用財産を取得する場合には、「公益目的保有財産」を取得す

る資産取得資金と「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」を取得する資産取

得資金に区分して作成してください。 

о取得する資産が、公益目的事業と公益目的事業以外の用に共用する資産であっても、それぞれの用に供する箇所に

ついて物理的な特定が困難で、区分できない場合には、一の事業の資産として資産取得資金を経理してください。 

資産の取得等に必要な額をどのように算定したのか、

算定根拠を示して説明してください。 

ⓗ 資産の取得等に必要な額の算定方法 

 

資産取得資金がない場合に

は、この別表は作成不要です。 

別表 C(4)ごとに通し番号（別表 C(2)「3.資産取得資

金」の番号と一致した番号）を記載してください。 

ⓐ ＮＯ． 

ⓙ 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

年度 ～ 年度 （ 年間 ）

あり なし

※1　資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

１．控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度の前後３年間の計画】（経過年度は実績値を記載）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※2　当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

２．公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

　【当該資産取得資金が、公益資産取得資金である場合のみ記載が必要です。】

【当年度の前３年間の計画】

　（当年度までの数値を記載） ※3　収支相償上の積立額及び取崩額は、それぞれの限度額の範囲内で記載してください。

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円

資産の取得等に必要な額の
算定方法

別表C(2) 控除対象財産 における３．資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償の計算（収益事業等の利益額を50％を
超えて繰入れる場合） における公益資産取得資金に関する調整及び公益目的保有財産に係る当期収支（費用）の算出に用いま
す。

法人名

当該資金の目的

事業
年度

法人コード
別表C(4)　資産取得資金

事業番号

取崩額 積立限度額

資産全体に占める公益目的
事業に使用する割合の説明

（共用財産の場合のみ）

資産取得資金の額
（累計）

収支相償上の取崩額※3

１．の当年度の取崩額

収支相償上の資産取
得資金の額（累計）

当該事業年度の目的外取崩し
（当該事業年度に取崩しを

行った場合のみ）

資産全体に占める公益目的

事業に使用する割合（％）※1

（共用財産の場合のみ）

年度
50% 50%超

利益の繰入割合※2

３年度前

前々年度

前年度

収支相償上の
取崩限度額

積立額

対象となる資産の名称

資産取得資金の名称（貸借対照表科目名）

資産取得等予定時期

計画期間（事業年度） 平成平成

当年度

当年度

次年度

次々年度

３年度後

年度
収支相償上の
積立限度額 収支相償上の積立額※3

NO.

３年度前

前々年度

前年度

収益事業等の利益額を50％を超えて繰入れる場合は、これらの数値を、それぞれ、別表A(2)（収益事業等の利益額
を50％を超えて繰入れる場合）の公益資産取得資金に関する調整（12欄）に算入してください。

収益事業等の利益額を50％を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)（収益事業等の利益額を50％を超えて
繰入れる場合）の公益目的保有財産に係る当期収支（13欄）（費用）に算入してください。

各事業年度における積立額、取崩額（次年度以降は計画

分）を記載してください。 

 

ⓚ 積立額、取崩額 

ⓚ ⓛ 

ⓞ 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載

した数値を転記してください。 

 

当該事業年度分については、次のとおりとなります。 

① 収益事業等の利益の 50％を繰入れる場合 

   積立額がそのまま積立限度額となります。 

② 収益事業等の利益の 50％超を繰入れる場合 

  「（各資金の積立限度額－前期末の当該資金の残高）

/目的支出予定時までの残存年数」として計算される

額が積立限度額となります。 

 

ⓜ 収支相償上の積立限度額 

ⓝ ⓜ 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載

した数値を転記してください。 

 

当該事業年度分については、当該事業年度に積立てた額

を記載してください。ただし、積立額が、上記ⓜで計算

される限度額を上回る場合は、当該限度額を記載してく

ださい。 

 

 

 

ⓝ 収支相償上の積立額 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載

した数値を転記してください。 

 

当該事業年度分については、取崩しが発生しない場合

は、０を記載してください。取崩しが発生する場合は、

「収支相償上の資産取得資金の額（累計）」の前事業年

度欄の額に、当該事業年度における「収支相償上の積立

額」（ⓝ）を加えた額を記載してください。 

 

 

 

ⓞ 収支相償上の取崩限度額 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載した数値

を転記してください。 

 

当該事業年度分については、当該事業年度に取崩した額を記載し

てください。ただし、取崩額が、ⓞで計算される限度額を上回る

場合は、当該限度額を記載してください。 

ⓟ 収支相償上の取崩額 

ⓟ 

《過去に積立てていた積立金を資産取得資金に振り替える場合》 
 

資産取得のためこれまでに積立ててあった積立金を資産取得資金に振り替える場合、これまでの積立

額は、次のとおり記載してください。 

 ①「積立額」欄（上記ⓚ）は、「計画期間（事業年度）」欄に記載している、資産取得資金としての

最初の積立年度の前事業年度の欄に、積立累計額を一括して記載する。 

 ②「利益の繰入割合」欄は、「50％」に○を記載する。 

 ③「収支相償上の積立限度額」（上記ⓜ）欄及び「収支相償上の積立額」（上記ⓝ）欄は、①と同様

に、最初の積立年度の前事業年度の欄に、積立累計額を一括して記載する。 

資産取得資金を積立てる際は、目的外取崩しについての特別の手

続の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について、認定法

§21 の規定の例により備置及び閲覧の措置を講じる必要があり

ます（認定法施行規則§22Ⅳ、§18Ⅲ⑤）。 

資金を取崩した年度の翌年度の積立限度額は、当該取崩

した年度の積立限度額から当該取崩し額を減算した額

を記載してください。 

ⓛ 積立限度額 
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別表 C(5) 特定費用準備資金 

 

 

 

記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。
自 年 月 日

至 年 月 日

年度 ～ 年度 （ 年間 ）

あり なし

１．控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算
【計画全体】（経過年度は実績値を記載）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

※1　当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。（将来の年度は、記載不要です。）

【当年度】（計画全体のうち、当年度分の数字を転記）

円 円 円 円

２．公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
　【当該特定費用準備資金が、公益目的事業に係る資金である場合のみ、記載してください。】

【計画全体】（当年度までの数値を記載（将来の数値は記載不要））

円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円

【当年度】（計画全体のうち、当年度分の数字を転記） ※2　収支相償上の積立額及び取崩額は、それぞれの限度額の範囲内で記載してください。

円 円 円 円 円

事業
年度

法人コード

当該活動の実施予定時期

法人名

平成

積立限度額

収支相償上の
取崩限度額 収支相償上の取崩額※2 収支相償上の特定費

用準備資金の額（累

取崩額

当該事業年度の目的外取崩し
（当該事業年度に取崩しを

行った場合のみ）

50% 50%超
年度

特定費用準備資金の額
（累計）

積立限度額積立額

積立限度額の算定方法

利益の繰入割合※1

別表C(5)　特定費用準備資金

計画期間（事業年度）

事業番号

当該活動の内容

将来の特定の活動の名称

平成

特定費用準備資金の名称（貸借対照表科目名）

収支相償上の
積立限度額

積立額

収支相償上の積立額※2年度

年度
特定費用準備資金の額

（累計）
取崩額

年度
収支相償上の
積立限度額

収支相償上の積立額
収支相償上の
取崩限度額

収支相償上の取崩額

NO.

収支相償上の特定費
用準備資金の額（累

別表C(2) 控除対象財産 における４．特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 収支相償の計算 における
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表 における特定費用
準備資金当期積立額及び取崩額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定 における特定費用準備資金の公益実施費用
額への算入額及び特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額の算出に用います。

算出した数値を、各事業別に、それぞれ、別表B(5)Ⅴ（特定費用準備資金当期積立額)及び別表B(5)Ⅵ（特定費用準備資金当期
取崩額）に転記してください。
また、当該特定費用準備資金が、公益目的事業に要する資金である場合、算出した数値を、それぞれ、別表C(1)の特定費用準備
資金の公益実施費用額への算入額(19欄)及び特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額(23欄)に算入してください。

収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、それぞれ、別表A(1)（収益事業等の利益
額の50％を繰入れる場合）の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(10欄)に算入してください。
収益事業等の利益の50％超を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、それぞれ、別表A(2)（収益事業等の利
益額を50％を超えて繰入れる場合）の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(11欄)に算入してください。

 

  

別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓑ 事業番号 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。例えば、○○事業拡大資金、○○事業開催資金

など具体的な用途がわかる名称を使用してください。 

なお、一括りとした事業の中で複数の特定費用準備資

金を設定する場合には、それぞれの資金が判別できる

名称を使用してください。 

ⓒ 特定費用準備資金の名称 

当該特定費用準備資金により実施する活動の名称を

記載してください。ただし、活動の名称が未定の場合、

仮称でも構いません。 

 

ⓓ 将来の特定の活動の名称 

当該資金を使用する活動の内容について記載してく

ださい。 

 

ⓔ 当該活動の内容 

別表 C(2)中「４.特定費用準備資金」について、説明していただくものです。 

【記載上の注意】 
оこの様式は、特定費用準備資金ごとに作成してください。 

 

特定費用準備資金がない場合に

は、この別表は作成不要です。 

別表 C(5)ごとに通し番号（別表 C(2)「4.特定費用準

備資金」の番号と一致した番号）を記載してください。 

ⓐ ＮＯ． 

最初の積立てから最後の取崩しまでの計画期間を記

載してください。将来の特定の活動のために移行時ま

でに積み立ててあった積立金を特定費用準備資金に

替えた場合であっても、当該積立金を取崩し、新規に

特定費用準備資金を積立てることとなるため、過去の

積立期間は含めないでください。 

ⓕ 計画期間（事業年度） 

特定費用準備資金の対象となる活動の実施予定時期

を記載してください。なお、時期を詳細に記載する必

要はありませんが、当該活動を予定する年度は必ず記

載してください。 

ⓖ 当該活動の実施予定時期 

事業の実施に必要な額をどのように算定したのか、算

定根拠を示して説明してください。 

ⓗ 積立限度額の算定方法 

当該事業年度に、当該特定費用準備資金の目的以外に使用す

るために取崩しを行った場合は、「あり」にチェックしてくだ

さい。 

ⓘ 当該事業年度の目的外取崩し 

ⓐ 

ⓑ ⓒ 
ⓓ 
ⓔ 

ⓕ 
ⓖ 

ⓗ 

ⓘ 
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記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。
自 年 月 日

至 年 月 日

年度 ～ 年度 （ 年間 ）

あり なし

１．控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算
【計画全体】（経過年度は実績値を記載）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

※1　当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。（将来の年度は、記載不要です。）

【当年度】（計画全体のうち、当年度分の数字を転記）

円 円 円 円

２．公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
　【当該特定費用準備資金が、公益目的事業に係る資金である場合のみ、記載してください。】

【計画全体】（当年度までの数値を記載（将来の数値は記載不要））

円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円

【当年度】（計画全体のうち、当年度分の数字を転記） ※2　収支相償上の積立額及び取崩額は、それぞれの限度額の範囲内で記載してください。

円 円 円 円 円

事業
年度

法人コード

当該活動の実施予定時期

法人名

平成

積立限度額

収支相償上の
取崩限度額 収支相償上の取崩額※2 収支相償上の特定費

用準備資金の額（累

取崩額

当該事業年度の目的外取崩し
（当該事業年度に取崩しを

行った場合のみ）

50% 50%超
年度

特定費用準備資金の額
（累計）

積立限度額積立額

積立限度額の算定方法

利益の繰入割合※1

別表C(5)　特定費用準備資金

計画期間（事業年度）

事業番号

当該活動の内容

将来の特定の活動の名称

平成

特定費用準備資金の名称（貸借対照表科目名）

収支相償上の
積立限度額

積立額

収支相償上の積立額※2年度

年度
特定費用準備資金の額

（累計）
取崩額

年度
収支相償上の
積立限度額

収支相償上の積立額
収支相償上の
取崩限度額

収支相償上の取崩額

NO.

収支相償上の特定費
用準備資金の額（累

別表C(2) 控除対象財産 における４．特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 収支相償の計算 における
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表 における特定費用
準備資金当期積立額及び取崩額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定 における特定費用準備資金の公益実施費用
額への算入額及び特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額の算出に用います。

算出した数値を、各事業別に、それぞれ、別表B(5)Ⅴ（特定費用準備資金当期積立額)及び別表B(5)Ⅵ（特定費用準備資金当期
取崩額）に転記してください。
また、当該特定費用準備資金が、公益目的事業に要する資金である場合、算出した数値を、それぞれ、別表C(1)の特定費用準備
資金の公益実施費用額への算入額(19欄)及び特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額(23欄)に算入してください。

収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、それぞれ、別表A(1)（収益事業等の利益
額の50％を繰入れる場合）の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(10欄)に算入してください。
収益事業等の利益の50％超を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、それぞれ、別表A(2)（収益事業等の利
益額を50％を超えて繰入れる場合）の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(11欄)に算入してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定費用準備資金の計画全体について、記載してくだ

さい。 

必要に応じて、行の追加、削除を行ってください。 

ⓙ １.控除対象財産における特定費用準備

資金並びに公益目的事業比率における当期

積立額及び取崩し額の計算 

ⓙ 

資金を取崩した年度の翌年度の積立限度額は、当該取

崩した年度の積立限度額から当該取崩し額を減算し

た額を記載してください。 

ⓚ 積立限度額 

ⓚ 

 

 

当該特定費用準備資金が、公益目的事業に係る資金で

ある場合のみ、記載してください。 

積立初年度から、当該事業年度までの実績値を記載し

てください（将来の数値は記載不要です。）。 

ⓛ ２.公益目的事業全体の収支相償における

特定費用準備資金の当期積立額及び取崩し

額の計算 

ⓛ 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記

載した数値を転記してください。 

 

当該事業年度分については、次のとおりとなります。 

① 収益事業等の利益の 50％を繰入れる場合 

   積立額がそのまま積立限度額となります。 

② 収益事業等の利益の 50％超を繰入れる場合 

  「（各資金の積立限度額－前期末の当該資金の残

高）/目的支出予定時までの残存年数」として計算

される額が積立限度額となります。 

ⓜ 収支相償上の積立限度額 

ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記

載した数値を転記してください。 

 

当該事業年度分については、当該事業年度に積立てた

額を記載してください。ただし、積立額が、上記ⓜで

計算される限度額を上回る場合は、当該限度額を記載

してください。 

ⓝ 収支相償上の積立額 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載した数値

を転記してください。 

 

当該事業年度分については、取崩しが発生しない場合は、０を記

載してください。取崩しが発生する場合は、「収支相償上の特定

費用準備資金の額（累計）」の前事業年度欄の額に、当該事業年

度における「収支相償上の積立額」（ⓝ）を加えた額を記載して

ください。 

 

 

 

ⓞ 収支相償上の取崩限度額 

過去の事業年度分については、前年度の事業報告に記載した数値

を転記してください。 

 

当該事業年度分については、当該事業年度に取崩した額を記載し

てください。ただし、取崩額が、上記ⓞで計算される限度額を上

回る場合は、当該限度額を記載してください。 

ⓟ 収支相償上の取崩額 

特定費用準備資金を積立てる際は、目的外取崩しについての特別の手続の定め並びに積立限度額

及びその算定の根拠について、認定法§21の規定の例により備置及び閲覧の措置を講じる必要が

あります（認定法施行規則§18Ⅲ⑤）。 
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別表Ｄ 
 

自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 

他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無 

 

他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の認定法施行規則第４条で定

める財産について、保有の有無、保有している場合には、その内容を記載してください。 

 

保有の有無 □ 保有していない □ 保有している 

他の団体の意思決定に 

関与することができる財産の内容 

他の団体の名称 財産の名称 
当該他の団体の主な業務の内容 

議決権の 

割合 

（注） 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

   
  ％ 

注 正確な数字を把握していない場合には、概数を記載してください。

 別表 D 他の団体の意思決定に関与可能な財産 

 

 

 

 

 

 

 

認定法では、公益認定の基準の 1 つとして、「他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内

閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、・・・（以下略）」（認定法§5⑮）とされて

おり、他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無について、説明していただくものです。 

他の団体の意思決定に関与可能な財産は、以下のとお

りです（認定法施行規則§4）。 

 

①株式 

②特別の法律により設立された法人の発行する出資

に基づく権利 

③合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の

社員権（公益社団法人に係るものを除く。） 

④民法（明治 29年法律第 89号）第 667条第 1項に規

定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関す

る法律（平成 10年法律第 90号）第 3条第 1項に規

定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事

業組合契約に関する法律（平成 17年法律第 40号）

第 3条第 1項に規定する有限責任事業組合契約に基

づく権利（当該公益法人が単独で又はその持分以上

の業務を執行する組合員であるものを除く。） 

⑤信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利

（当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部

分を処理する受託者であるものを除く。） 

⑥外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる

財産に類するもの 

 

これらの財産について、当該事業年度の末日時点にお

ける保有状況を記載してください。 
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 別表 E 経理的基礎について 

 

 

 

 

 

 

  

別表Ｅ 
 

自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 

情報開示の適正性 
 

法人の体制に応じて、次の(1)から(3)までのいずれかを選択して記載してください。 

当該監事の氏名  (1) 公認会計士又は税理

士である者が監事を務

めている場合 公認会計士・税理士の別  

 

営利又は非営利法人の経理事務

に従事等した経験を有する監事

の氏名 

 

 

(2) (1)以外の場合であっ

て、費用及び損失の額

又は収益の額が１億円

未満の場合  当該監事の経理事務経験につい

て右欄に記載してください。 

 

 

情報開示の

適正性 

(3) (1)又は (2)以外の場

合 

公認会計士、税理士又はその他

の経理事務の精通者による関与

について説明してください。 

 
 

会計監査人による外部監査を受けている法人は、本書類の記載は不要です。  

 

 

「(2) (1)以外の場合であって、費用及び損失の額又

は収益の額が 1億円未満の場合」と異なり、経理事務

の精通者については、経験年数等の基準はありません

が、この欄の記載内容で判断することになります。 

公益認定を受けた際の記載と変わりがない場合は、こ

れと同様の内容を記載することも可能です。 

ⓐ (1)又は(2)以外の場合 

認定法では、公益認定の基準の 1 つとして、「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎（及び

技術的能力）を有するものであること。」（認定法§5②）とされており、その経理的基礎の状況

について、説明していただくものです。 

ⓐ 
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 記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

【別表F（１）各事業に関連する費用額の配賦計算表（役員等の報酬・給料手当）】 自 年 月 日

至 年 月 日

○役員等の報酬 （上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額）（単位：円）

小計

法人コード

法人名

共通

収益事業等会計

役員等の報酬　計

（役員等の報酬及び給料手当について、配賦基準を明記の上、記載してください。）

番
号

役職 役員等の氏名 報酬の額 配賦基準

公益目的事業会計

事業
年度

法人会計
公1 公2 公3 公4 公5 収1 収2 他1 他2

共通 小計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ページ　合　計

○使用人を兼務する理事の給料手当 （上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額）（単位：円）

○使用人を兼務する理事以外の給料手当 （上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額）（単位：円）

○給料手当計

法人会計
共通 小計

他2

小計

小計

収1

公益目的事業会計

配賦基準役職

各事業に関連する費用

役員等の氏名 給料手当の額

公5

1

公1 公2 公3番
号

配賦基準
公2 公3公1

公4

公5

共通

公4

共通

公益目的事業会計

給料手当計

収益事業等会計

収1 他1

他1 他2

共通 小計
法人会計

収2

収2

収益事業等会計

3

給料手当の額

合　　　計

2

 

 別表 F 各事業に関連する費用額の配賦について 

別表 F(1) 各事業に関連する費用額の配賦計算表（役員報酬・給料手当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事、監事、評議員のいずれかを記載してください。 

また、常勤、非常勤を括弧で記載してください。 

使用人と兼務している場合は、括弧でその旨記載してください

（その場合、額は役員報酬部分だけを記載してください。）。 

ⓐ 役職（役員等の報酬） 

各事業や法人会計に配賦する基準（例えば、従事日数

など）を記載してください。 

ⓑ 配賦基準 

ⓐ ⓑ 
ⓒ 

この様式は、「役員報酬・給料手当」について各事業に関連する経費の配賦を記載するものです。 

損益計算書作成に当たって、役員報酬や給料手当を各事業や法人会計に配賦する基準及びその計算を記載してください。 

役員報酬については、常勤、非常勤を問わず、すべて記載してください（ただし、無報酬の役員については、個別に氏名を

記載せず、「役員名」欄に、無報酬である旨をまとめて記載（例：「その他の理事、監事、評議員は全て無報酬」）していただ

くことも可能です。）。 

上段に別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番

号を記載し、下段に適宜、事業の略称を記載してくだ

さい。 

ⓒ 公益目的事業会計、収益事業等会計 

使用人としての地位を記載してください。 

ⓓ 役職（使用人を兼務する理事の給料手当） 

ⓓ 
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この様式は、「役員報酬・給料手当以外の経費」について各事業に関連する共通経費の配賦を記載するものです。 

損益計算書作成に当たって、複数の事業に共通して発生する費用を各事業や法人会計に配賦する基準及びその計算を記載し

てください。 

各事業に関連しない経費（特定の一つの事業にしか発生しない経費）については、記載は不要です。 

 
記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

【別表F（２）各事業に関連する費用額の配賦計算表（役員等の報酬・給料手当以外の経費）】 自 年 月 日

（各費用額に共通して発生する関連費用等について、配賦基準を明記の上、記載してください。） 至 年 月 日

（上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額）（単位：円）

5

各事業に関連する費用

9

公3

公益目的事業会計

公4 公5

共通 小計

3

4

8

7

6

番
号

科目名

1

費用の名称 費用の額

2

配賦基準
公1 公2

法人会計

収益事業等会計

共通 小計

収1 収2 他1 他2

10

ページ　合　計

事業
年度

法人コード

法人名

 

 

 

別表 F(2) 各事業に関連する費用額の配賦計算表（役員報酬・給料手当以外） 

 

 

 

 

 

 

配賦の根拠となった資料については、検査・質問させていただく可能性が高いことから、10年間（法令により保存年限が定

められている場合は、その保存年限）は保存していただくようお願いします。 

ⓑ ⓐ 

各事業や法人会計に配賦する基準を記載してください

（例えば、建物減価償却費であれば建物面積比、備品減

価償却費であれば使用割合、福利厚生費であれば職員数

比など。）。 

ⓐ 配賦基準 

上段に別紙３の「１．事業の一覧」の該当する事業番

号を記載し、下段に適宜、事業の略称を記載してくだ

さい。 

ⓑ 公益目的事業会計、収益事業等会計 

 

各事業に関連する経費がない場合

には、この別表は作成不要です。 
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 別表 H 公益目的取得財産残額について 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益目的取得財産残額（公益認定の取消し等の場合に法人が贈与すべき額）は、当該公益法人が取得

したすべての公益目的事業財産から公益目的事業のために費消・譲渡した財産を除くことを基本とし

て算定するものと定められています（認定法§30Ⅱ）。 

 

実際に公益認定の取消し等が行われた時点で、当該法人の公益目的事業財産の取得や費消・譲渡の状

況を過去に遡って正確に算定することは、実務上非常に困難であると考えられます。このため、認定

法施行規則では、各事業年度ごとに、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し（認

定法施行規則§48）、公益認定の取消し等が行われた場合には、直近の事業年度末日における公益目的

取得財産残額を基に一定の調整を行うことにより、実際に贈与すべき公益目的取得財産残額を確定す

ることとしています（認定法施行規則§49、§50）。 

この各事業年度の末日における公益目的取得財産残額の算定を行う様式が別表 Hです。 

 
認定法では、公益法人が公益認定の取消しを受けた場合（または公益法人が合併により消滅し公益法人以外

の法人がその権利義務を承継する場合）には、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、定款で定めた

類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与しなければならないこととされています（認定取消し後１か

月以内に贈与契約が成立しない場合は国又は都道府県が贈与を受ける旨の契約が成立したとみなされます。

認定法§5⑰、§30）。 

これは、公益法人が公益目的事業財産（公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、または公益目的

事業を行うために保有している財産として認定法で定める財産）を公益目的事業のために使用・処分しなけ

ればならないとされている（認定法§18）ことに伴い、公益認定が取り消された等の場合であっても、これ

らの財産が公益目的のために使用されることを確保しようとする趣旨で設けられている制度です。 

 

各事業年度の末日における公益目的取得財産残額は、以下の２つの要素に分けて行い、両者を合算す

ることによって算定します。 

① 当該事業年度末日における公益目的増減差額 

 

 

 

 

  （※下記②の公益目的保有財産の算定と二重計上にならないよう、一定の調整額を計上） 

② 当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額 

 

なお、特例民法法人が移行認定を受けて公益法人になった場合は、移行前に法人が保有していた公益

目的事業の用に供する財産等が公益目的取得財産残額に含まれることになりますので、その額を算定

するため、移行後最初の事業年度の事業報告において、「移行時の公益目的取得財産残額」の表を作成

していただく必要があります（認定法施行規則附則Ⅳ）。 

 

別表 H の作成は、法人の損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表や財産目録等を基に、次ページの

ような流れで行うことになります。 

 

＝ ＋ － 

当該事業年度

中の公益目的

事業費等の額 

当該事業年度中に増加した公益目的事業財産 

（寄附を受けた財産、補助金等、公益目的事業の活動

の対価、公益社団法人において社員が支払った経費、

公益目的保有財産から生じた収益等）の額 

前事業年度末日

における公益目

的増減差額 
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（
公
益
法
人
に
な
っ
た
最
初
の
事
業
年
度
は
、
移
行
時

の
不
可
欠
特
定
財
産
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
（
該
当

な
い
場
合
は
０
円
）
を
記
入
） 

（
特
例
民
法
法
人
か
ら
移
行
し
た
最
初
の
事
業
年
度
の
み
。
一
般
法
人
が

公
益
認
定
を
受
け
た
場
合
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
０
円
を
記
入
） 

別表 C(2) 控除対象財産 

別表 C(1)  

遊休財産額の保有

制限の判定 

前事業年度／移行登記日

前日の財産目録 

別表 H(2)  

当該事業年度中の公益目的

増減差額の明細 

別表 H(1) 当該事業年度末日における公益目的取得財産残額 

［別表 Hの作成（公益目的取得財産残額の算定）の流れ］ 

当該事業年度中に増加 

した公益目的事業財産 

当該事業年度の 

公益目的事業費等 

 

当該事業年度末日の公益目的増減差額 

前事業年度末日

における公益目

的増減差額 

財産目録 

特例民法法人から公益法人に

移行した法人のみ、最初の事業

年度の事業報告において作成 

７欄（移行時の公益目的 

取得財産残額） 

移行時の 

公益目的取得財産残額 

（22欄） 21欄 ２欄 

１欄（寄附を受けた財産） 

２欄（社員が支払った経

費） 

３欄（公益目的保有財産

の運用益等） 

【いずれも公益目的増減

差額に加算される部分】 

４欄（公益目的保有財

産に生じた費用

及び損失） 

５欄（他の公益法人の

公益目的事業の

ために寄附した

財産） 

－ ＋ ＋ 

４欄 

５欄 

９欄 

ほか 

６欄 ３欄 

７欄 

８欄 

16欄 

18欄 

17欄 15欄 

当該事業年度

末日における

公益目的保有

財産の帳簿価

額の合計額 

17欄（損益計算書上の

公益目的事業に

係る事業費の額） 

＋18欄（商品等譲渡に

係る原価相当額） 

－22欄（財産の譲渡損、

評価損等の額） 

損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表 

別表 A(3)  

収益事業等の利

益から公益目的

事業財産への繰

入額の計算 

10欄（収益事業等の

利益から公益

目的事業財産

への繰入額） 

【前事業年度の

事業報告】 

別表 H(1)  

当該事業年度

末日における

公益目的取得

財産残額 

１欄 

21欄 

【移行認定申請書】 

別表 C(2) 控除対象財産 

１欄（公益目的保有財産）、

３～６欄の財産・資金の

うち公益目的事業分 

↓ 

移行登記日における額を

記載（取崩額等を含む） 

１欄（公益目的保有財産）の

期末合計額 
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損益計算書内訳表で法人会計区分を設けない場合には、管理費相当額を控除した後の金額を 3又は 5欄に記載してくだ

さい。この様式の 15欄～23欄については、次のページで説明しています。 

別表 H(1) 当該事業年度末日における公益目的取得財産残額 

 

 

　公益目的取得財産残額は、以下の計算により算定します。

円

円 　

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

円 円

【参考数値】

円 円

円

円

公益目的増減差額 ＋ 公益目的保有財産 ＝ 公益目的取得財産残額

時価法を適用する金融資産に対して、時価評価を反映した
差額の加減を既に１欄において行っている場合は「レ」を
記載します。

うち認定等の日前に取得した不可欠特定
財産の帳簿価額の合計額

23

３.　公益目的取得財産残額

当該事業年度末日における公益目的取得財
産残額(1欄＋21欄)

24

２．公益目的保有財産

当該事業年度末日における公益目的保有財
産の帳簿価額の合計額（別表C(2)A）

21
前事業年度末日における公益目的保有財産
の帳簿価額の合計額

22

当該事業年度に増加した公益目的事業財産
の合計額(3欄～13欄の合計)

14
当該事業年度の公益目的事業費等の合計額
(15欄～19欄の合計)

20

認定等の日前に取得した不可欠特定財
産の帳簿価額の増加額

12

合併により承継した他の公益法人の公
益目的取得財産残額

11

そ
の
他
の
数
値

公益目的保有財産に係る調整額
(22欄-21欄)(マイナスの場合は零)

10
そ
の
他
の
数
値

公益目的保有財産に係る調整額
(21欄-22欄)(マイナスの場合は零)

19

公益目的事業に係る引当金の取崩額 9

損
益
計
算
書
（

公
益
目
的
事
業
会
計
）

上
の
数
値

3欄～12欄の他、定款等の定めにより
公益目的事業財産となった額

13

15欄～17欄の他、他の公益法人の公益目
的事業のために寄附した財産の価額 18

公益目的保有財産の運用益等
（5欄に参入した額を除く）

8

社員が支払った経費の額
【公益社団法人のみ記入】

7

公益目的事業費の額
（財産の評価損等の調整後の額）

15

交付を受けた補助金等 4
15欄の他、公益目的保有財産に生じた
費用及び損失の額

16

寄付を受けた財産の額 3
損
益
計
算
書
（

公
益
目
的
事
業
会
計
）

上
の
数
値

公益目的事業に係る対価収入 5
15欄、16欄の他、公益目的事業の実施に
伴って生じた経常外費用の額 17

収益事業等から生じた利益のうち公益
目的事業財産に繰り入れた額

6

時価法を適用する金融資産を公益目的保有財産として保有している場合、公益認定取消し等の際には上記１欄の数字に、当該資産の取得時の価
額（公益認定時の時価）と当該事業年度末の時価との差額を加減したものが当該事業年度末日の公益目的増減差額となります。
なお、時価法を適用する公益目的保有財産を保有せずに１欄がマイナスとなる場合は、３欄から13欄に記載漏れ等の可能性があります。

前事業年度の末日の公益目的増減差額 2

当該事業年度に増加した公益目的事業財産 当該事業年度の公益目的事業費等

　公益目的取得財産残額とは、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高です。認定取消時には残高に相当する額の
財産を、法で定める適格な法人のうち、定款で定める者に贈与しなければなりません。

　このうち、公益目的増減差額とは、公益に充てられるべき資金（流動資産）であり、以下の計算により算定します。

前事業年度末日の公益目的増減差額 ＋ 当該事業年度に増加した公益目的事業財産 － 当該事業年度の公益目的事業費等
＝ 当該事業年度末日の公益目的増減差額

１．公益目的増減差額

当該事業年度末日の公益目的増減差額
（2欄＋14欄－20欄）

1

別表Ｈ(1) 当該事業年度末日における
　　　　　　公益目的取得財産残額

事業
年度

自 法人コード

至 法人名

ⓐ

ⓑ

ⓒ
ⓓ

ⓑ

ⓔ

ⓕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

それぞれ別表 H(2)で、列記したものの合計額を記載し

てください。3欄は、「1.寄附を受けた財産」のうち(2)

の合計額を記載してください。 

ⓑ 3欄、8欄 

別表 H(2)の「２．社員が支払った経費」のうち、 (2)

の合計額と、(3)の「うち、公益目的事業のために使用

する金額」の合計額を合算した額を記載してください。 

ⓓ 社員が支払った経費の額 

 

 

  

別表 A(3)の 10欄の合計額を転記してください。 

ⓒ 収益事業等から生じた利益のうち公益目的

事業財産に繰り入れた額 

認定等の日（特例民法法人が移行認定を受けて公益法

人になった場合には移行の登記の日）前に取得した不

可欠特定財産の改良によって当該事業年度中に当該財

産の帳簿価額が増加した場合に、その増加額を記載し

てください。 

ⓔ 認定等の日前に取得した不可欠特定財産の

帳簿価額の増加額 

特例民法法人から移行認定を受けて公益法人になった

最初の事業年度の場合には、添付資料の「移行時の公

益目的取得財産残額」の 7欄の額を記載してください。 

 

一般法人から公益認定を受けて公益法人になった最初

の事業年度の場合には、0円となります。 

 

移行認定後 2 年目以降は前事業年度の１欄の額を記載

してください。 

ⓐ 前事業年度の末日の公益目的増減差額 

下記の（ア）から（ウ）の合計額を記載してください（認定法§18⑦・§25、認定法施行規則§26⑦・⑧）。 
（ア）損益計算書内訳表の公益目的事業会計に計上された収益及び他会計振替額等のうち、3欄から 12欄に記載されない額。 

（イ）（ア）により算定される 1欄の額がマイナスの場合には、1欄を 0とするために必要な相当額。 
（ウ）（ア）（イ）により算定される 1 欄の額が、別表 C(2)の公益目的の３．から６．の期末帳簿価額の合計額よりも小さい場合には、当該合

計額に達するまでの額に相当する額。 

 
記載される財産の具体例は、次のようなものがあります。 
例１＜受入時は公益目的事業財産でない財産のうち、公益目的事業に費消した額＞・・・（イ） 

法人会計等から公益目的事業会計へ他会計振替したもの（FAQ 問Ⅵ－２－⑥（区分経理）参照）、及び他会計振替していなくても公益目的
事業の経費等に費消した場合は、その財産の合計額。 

例２＜受入時は公益目的事業財産でない財産のうち、公益目的事業財産として繰越す額＞・・・（イ）（ウ） 

公益目的事業財産以外の財産をもって、①、②、③（いずれも公益目的のもの）の財源とした場合について、当該財産の合計額。 
① 公益目的保有財産等を取得した場合 
② 資産取得資金を積み立てた場合 

③ 特定費用準備資金を積み立てた場合 
例３＜公益認定時から公益目的事業財産を保有する場合の繰越す額＞・・・（ア） 

一般社団・財団法人から公益社団・財団法人となった場合において、認定初年度の別表 C(2)の「１．公益目的保有財産」、「３．資産取得

資金」、「４．特定費用準備資金」、「５．交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産」及び「６．交付者の定めた使途に充てるために

保有している資金」（３～６については公益目的事業のもの）の認定を受けた日の帳簿価額の合計額（不可欠特定財産を除く。）。 

ⓕ 定款等の定めにより公益目的事業財産となった額 
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　公益目的取得財産残額は、以下の計算により算定します。

円

円 　

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

円 円

【参考数値】

円 円

円

円

別表Ｈ(1) 当該事業年度末日における
　　　　　　公益目的取得財産残額

事業
年度

自 法人コード

至 法人名

時価法を適用する金融資産を公益目的保有財産として保有している場合、公益認定取消し等の際には上記１欄の数字に、当該資産の取得時の価
額（公益認定時の時価）と当該事業年度末の時価との差額を加減したものが当該事業年度末日の公益目的増減差額となります。
なお、時価法を適用する公益目的保有財産を保有せずに１欄がマイナスとなる場合は、３欄から13欄に記載漏れ等の可能性があります。

前事業年度の末日の公益目的増減差額 2

当該事業年度に増加した公益目的事業財産 当該事業年度の公益目的事業費等

　公益目的取得財産残額とは、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高です。認定取消時には残高に相当する額の
財産を、法で定める適格な法人のうち、定款で定める者に贈与しなければなりません。

公益目的増減差額 ＋ 公益目的保有財産 ＝ 公益目的取得財産残額

　このうち、公益目的増減差額とは、公益に充てられるべき資金（流動資産）であり、以下の計算により算定します。

前事業年度末日の公益目的増減差額 ＋ 当該事業年度に増加した公益目的事業財産 － 当該事業年度の公益目的事業費等
＝ 当該事業年度末日の公益目的増減差額

１．公益目的増減差額

当該事業年度末日の公益目的増減差額
（2欄＋14欄－20欄）

1
時価法を適用する金融資産に対して、時価評価を反映した
差額の加減を既に１欄において行っている場合は「レ」を
記載します。

公益目的事業費の額
（財産の評価損等の調整後の額）

15

交付を受けた補助金等 4
15欄の他、公益目的保有財産に生じた
費用及び損失の額

16

寄付を受けた財産の額 3
損
益
計
算
書
（

公
益
目
的
事
業
会
計
）

上
の
数
値

公益目的事業に係る対価収入 5
15欄、16欄の他、公益目的事業の実施に
伴って生じた経常外費用の額 17

収益事業等から生じた利益のうち公益
目的事業財産に繰り入れた額

6
15欄～17欄の他、他の公益法人の公益目
的事業のために寄附した財産の価額 18

公益目的保有財産の運用益等
（5欄に参入した額を除く）

8

社員が支払った経費の額
【公益社団法人のみ記入】

7

そ
の
他
の
数
値

公益目的保有財産に係る調整額
(22欄-21欄)(マイナスの場合は零)

10
そ
の
他
の
数
値

公益目的保有財産に係る調整額
(21欄-22欄)(マイナスの場合は零)

19

公益目的事業に係る引当金の取崩額 9

損
益
計
算
書
（

公
益
目
的
事
業
会
計
）

上
の
数
値

認定等の日前に取得した不可欠特定財
産の帳簿価額の増加額

12

合併により承継した他の公益法人の公
益目的取得財産残額

11

当該事業年度に増加した公益目的事業財産
の合計額(3欄～13欄の合計)

14
当該事業年度の公益目的事業費等の合計額
(15欄～19欄の合計)

20

3欄～12欄の他、定款等の定めにより
公益目的事業財産となった額

13

うち認定等の日前に取得した不可欠特定
財産の帳簿価額の合計額

23

３.　公益目的取得財産残額

当該事業年度末日における公益目的取得財
産残額(1欄＋21欄)

24

２．公益目的保有財産

当該事業年度末日における公益目的保有財
産の帳簿価額の合計額（別表C(2)A）

21
前事業年度末日における公益目的保有財産
の帳簿価額の合計額

22

ⓖ

ⓑ

ⓑ

ⓗ

ⓘ
ⓙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 C(2)の「計(A)」（期末）欄の金額を転記してくだ

さい。 

ⓘ 当該事業年度末日における公益目的保有

財産の帳簿価額の合計額 

①公益法人になった最初の事業年度について 

特例民法法人が移行認定を受けて公益法人にな

った最初の事業年度は、22 欄及び 23 欄には、それ

ぞれ移行登記の日における不可欠特定財産の帳簿

価額の合計額を記載してください。 

一般法人が公益認定を受けて公益法人になった

最初の事業年度は、22 欄及び 23 欄には、認定を受

けた日における不可欠特定財産の帳簿価額の合計

額を記載してください。 

 

②翌事業年度以降 

  22 欄は、前年度の事業報告における 21 欄の額を

記載してください。 

  23 欄は、前年度の事業報告における 12 欄の額と

23欄の額の合計額を記載してください。 

ⓙ 22欄、23欄 

それぞれ別表 H(2)で、列記したものの合計額を記載し

てください。 

ⓑ 16欄、18欄 

賠償金など公益目的事業の実施に伴って生じた経常

外費用であって、15 欄～16 欄に算入されていないも

のがある場合に、その額を記載してください。 

ⓗ 公益目的事業の実施に伴って生じた経常

外費用の額 

別表 C(1)の 17欄＋18欄－22欄の金額を転記してくだ

さい。 

つまり、損益計算書上の公益目的事業に係る事業費の

額に商品等譲渡に係る原価相当額が含まれていない

場合には当該金額を加算し、財産の譲渡損・評価損・

運用損の額が含まれている場合には当該金額を控除

した額を記載します。 

※損益計算書内訳表で法人会計区分を設けない場合、

管理費は含まれません。 

ⓖ 公益目的事業費の額（財産の評価損等の調

整後の額） 
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別表 H(2) 当該事業年度中の公益目的増減差額の明細 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表） 記載要領　：　下表の水色欄(■部分）を記載してください。

自 年 月 日

至 年 月 日

１．寄附を受けた財産

（１）寄附者により、公益目的事業以外のために使用すべき旨が定められているもの

【公益目的増減差額に加算されないもの】

円

円

円

円

円

円
注　寄附の名称ごとに寄附者による使途の定めの内容が分かる書類（寄附規定、募集要項等）を添付してください。

（２）（１）以外のもの

【公益目的増減差額に加算されるもの】

円

円

円

円

円

円

２．社員が支払った経費【公益社団法人のみ記載】

（１）公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めているもの

【公益目的増減差額に加算されないもの】

円

円

円

円

円

円

（２）公益目的事業のために使用すべき旨を定めているもの

【公益目的増減差額に加算されるもの】

円

円

円

円

円

円

（３）使途の定めがないもの

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

うち、公益目的事業のた
めに使用する金額金額名称

合計

名称 使途の定めの内容

名称 使途の定めの内容 金額

合計

名称 使途の定めの内容 金額

合計

別表H(2)　当該事業年度中の
　　　　　　　公益目的増減差額の明細 法人名

金額

事業
年度

法人コード

合計

金額名称 使途の定めの内容

合計

 

ⓐ 

ⓑ 

会費等のうち、法人法§27に基づいて公益社団法人が

当該事業年度に社員から徴収した経費について、使途

の定めの有無等に応じて分類して記載してください。 

金額欄は(1)、(2)は使途の定めの内容に応じて算出し

た額を記載してください。(3)は、使途を定めずに徴

収した経費の全額を「金額」欄に記載し、そのうち公

益目的事業会計の収益として計上した額を「うち、公

益目的事業のために使用する金額」欄に記載してくだ

さい（ただし、使途を定めずに徴収した経費のうち、

50％は公益目的事業のために使用する必要がありま

す。）。 

(2)の合計額と、(3)の「うち、公益目的事業のために

使用する金額」の合計額とを合算した額が公益目的増

減差額に加算されます。 

ⓑ 社員が支払った経費の額 

①使途の定めのある場合 

「○○寄附金」などの名称がある場合には、名称

ごとに記載してください。 

名称がない寄附金は、使途の定めの内容に応じて

分類し、名称がある寄附金と区別できるような形で

適宜名称（「寄附金１」といったものでも可）を記載

してください。 

(1)には、寄附者により、公益目的事業以外のため

に使用すべき旨が定められているものを記載してく

ださい。(2)には、寄附者により、公益目的事業のた

めに使用すべき旨が定められているものを記載して

ください。 

金額の欄は、使途の定めの内容に応じて算出した額

を記載してください。 

なお、指定正味財産として受け入れた寄附金は受取

時に「寄付を受けた財産」へ記載してください。 

このため、公益法人会計基準を準拠して、指定正味

財産から一般正味財産へ振り替えた時点での記載は

不要となります。 

 

②使途の定めのない場合 

使途の定めのない寄附金は、全て公益目的増減差額

に加算されますので、「(2) (1)以外のもの」に全額を

一括して計上してください。 

 

なお、公益目的事業しか行わない法人が、寄附金の

一部を合理的な範囲で管理費に充てる場合（次ページ

参照）は、管理費に割り振る寄附金は(1)に記載する

とともに、「使途の定めの内容」欄にその旨明記して

ください。 

 

寄附金に該当する賛助会費（会員に対し、相当の反

対給付等を行うものは除く。）、5 号財産及び 6 号財産

として受け入れをした金額がある場合にはその使途

に応じ（1）、（2）に記載してください。 

ⓐ 寄付を受けた財産 
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≪参考≫ 公益目的事業財産について 
 
公益法人は、公益目的事業に関して得た財産は、公益目的事業を行うために使用、処

分する必要があります（法§18等）。 
ただし、公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に係

る活動の対価として得た財産のうち、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目

的事業財産には含まれないものと整理することができます（公益認定等ガイドラインⅠ

17.(4)、ＦＡＱⅥ－１－③）。 
この場合、管理費に割り振る収益は、管理業務に係る会計（法人会計）の経常収益に

直接計上することとなりますが、法人会計へ直接計上した金額は、別表Ｈ(1)の「当該事

業年度に増加した公益目的事業財産」には含めずに記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

３．公益目的保有財産の運用益等

【公益目的増減差額に加算されるもの】

円

円

円

円

円

円

４．公益目的保有財産に生じた費用及び損失（公益目的事業費（調整後）に含まれるものを除く）

【公益目的増減差額から減算されるもの】

円

円

円

円

円

円

５．他の公益法人の公益目的事業のために寄附した財産

【公益目的増減差額から減算されるもの】

円

円

円

円

円

円合計

寄附先の公益法人の名称 寄附をした財産の使途（公益目的事業の内容） 金額

合計

合計

公益目的保有財産の名称 費用及び損失が生じた理由 金額

公益目的保有財産の名称 運用益等の内容 金額

 

別表 H(1)の 15欄～17欄に算入されているもの以外であって、他の公益法人の公益目的事業のために寄附した財産があ

る場合に記載してください。 

ⓔ 他の公益法人の公益目的事業のために寄附した財産の価額 

ⓒ 

ⓓ 

ⓔ 

公益目的保有財産から生じた利息・配当といった

運用益や公益目的保有財産を譲渡した場合に生じる

譲渡益等を列記してください。 

 その際、時価法を適用する金融資産を公益目的保

有財産としている場合の時価評価益については、公

益認定が取り消された場合等に一括して計算します

ので毎年度の記載は不要です。 

 ただし、取得時の価額等の記録は保存するなどし

て、時価評価益を一括して適切に計算できるように

しておいてください。 

 

なお、実際の取消しなどを待たずに、これまでの

時価評価損益を直近の時点で適切に計算し、その後

は、毎年度の時価評価損益を記載する方法（時価法

を適用する金融資産に関する措置）をとることも可

能です。その場合、別表Ｈ（1）の１欄の横のチェッ

クボックスに「レ」を記載してください。 

 

ⓒ 公益目的保有財産の運用益等 

認定法施行規則§23に定められている財産の陳腐化などの正当な理由により公益目的保有財産に生じた評価損、減損等

のうち、別表Ｈ（1）の 15欄「公益目的事業費の額」に算入されていないものを列挙してください。 

 また、公益目的保有財産を譲渡・廃棄する場合の譲渡損・評価損についても列記してください。 

 その際、時価法を適用する金融資産を公益目的保有財産としている場合の時価評価損については、公益認定が取り消さ

れた場合等に一括して計算しますので毎年度の記載は不要です。 

 ただし、取得時の価額等の記録は保存するなどして、時価評価損を一括して適切に計算できるようにしておいてくださ

い。 

 

 なお、実際の取消しなどを待たずに、これまでの時価評価損益を直近の時点で適切に計算し、その後は、毎年度の時価

評価損益を記載する方法（時価法を適用する金融資産に関する措置）をとることも可能です。その場合、別表Ｈ（1）の１

欄の横のチェックボックスに「レ」を記載してください。 

 

ⓓ 公益目的保有財産に生じた費用及び損失 
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この様式は、特例民法法人が移行認定を受けて公益法人になった場合に作成していただくものです。 

特例民法法人が移行認定を受けて公益法人になった場合には、認定法施行規則附則Ⅱの規定により、移行前か

ら保有していた財産の一部が、移行時（移行の登記の日）の公益目的事業財産となります。この様式では、移

行時の公益目的事業財産の額（公益目的取得財産残額）について、移行の登記の日の前日における財産目録等

を基に計算していただきます。 

この様式は、公益法人になった最初の事業年度の事業報告の際に提出してください。 

上表のうち、以下に掲げるもの（2欄,3欄,6欄）については、その詳細を下表に記載してください。

①公益目的保有財産の譲渡によって得た額（2欄）の詳細

②公益目的保有財産の滅失、き損に係る損害をてん補するために交付された財産（3欄）の詳細

円円

円

2

申請時の帳簿価額
交付された
財産の額面積、構造、物量等

1
円

使用目的等

番
号

1

2

番
号

滅失、き損した
財産の名称

場所
事業番号

申請時の帳簿価額
場所

面積、構造、物量等
使用目的等

譲渡した
財産の名称

事業番号

円

円
計

円

円

譲渡により得た額

円

円

移行時の公益目的取得財産残額 移行
登記日

4欄及び5欄について、移行登記の日までに当該資金の目的以外の目的のために取り崩した額

4欄の他、公益目的事業に充てるために保有する資金

法人コード

法人名

6

公益目的事業の用に供する財産の取得又は改良に充てるために保有する資金の額

公益目的事業の用に供する財産の譲渡によって得た額 2

公益目的事業の用に供する財産の滅失、き損に係る損害をてん補するために
交付された財産の額

移行時の公益目的取得財産残額（1欄+2欄+3欄+4欄+5欄+6欄）

円

月 日

1公益目的事業の用に供する財産の帳簿価額の合計額

年

円

4
円

円

3

円

円
7

円
5

 移行時の公益目的取得財産残額について 

 

移行時の公益目的取得財産残額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の「1.公益目的保

有財産」に記載している財産（不可欠特定財産を除

く。）について、移行の登記の日までの間に、公益目

的事業の用に供する財産が滅失又はき損し、その損害

のてん補のために交付された補助金等がある場合に、

その額を記載してください。 

ⓒ 財産の滅失等に係る損害をてん補するた

めに交付された財産の額 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の「1.公益目的保

有財産」に記載している財産（不可欠特定財産を除

く。）について、移行の登記の日までの間に譲渡を行

った場合、それにより得た額を記載してください。 

ⓑ 公益目的事業の用に供する財産の譲渡に

よって得た額 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の「1.公益目的保

有財産」に記載している財産（不可欠特定財産を除

く。）について、移行の登記の日における帳簿価額の

合計額を記載してください。 

ⓐ 公益目的事業の用に供する財産の帳簿価

額の合計額 

 

一般法人が公益認定を受けた

場合は、この表の作成は不要

です。 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の「3.資産取得資

金」に記載している財産のうち、公益目的事業に係る

資産取得資金に引き継ぐ（移行の際に、一旦全額を取

り崩して、新規に資産取得資金として積み立てる場合

も含む。）こととなる資金について、移行の登記の日

における積立額を記載してください。 

ⓓ 公益目的事業の用に供する財産の取得又

は改良に充てるために保有する資金の額 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の 4 から 6 までに記載して

いる資金のうち、移行時に特定費用準備資金、5 号財産、6 号

財産など（別表 C(2)の 4から 6に該当する資金）に引き継ぐ（移

行の際に、一旦全額を取り崩して、新規に特定費用準備資金と

して積み立てる場合も含む。）こととなる資金について、移行

の登記の日における積立額を記載してください。 

ⓔ 公益目的事業に充てるために保有する資金 

移行認定の際に、申請書別表Ｃ(2)の 3 から 6 までに記載して

いる資金のうち、移行の登記の日までの間に、当該資金の目的

以外の目的のために取り崩したものがある場合に、その取崩額

を記載してください。 

ⓕ 移行の登記の日までの間における目的外の取崩額 

この様式の下表の部分については、次のページで説明しています。 

ⓐ 
ⓑ 
ⓒ 
ⓓ 
ⓔ 
ⓕ 
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上表のうち、以下に掲げるもの（2欄,3欄,6欄）については、その詳細を下表に記載してください。

①公益目的保有財産の譲渡によって得た額（2欄）の詳細

②公益目的保有財産の滅失、き損に係る損害をてん補するために交付された財産（3欄）の詳細

③4欄及び5欄の資金について、移行登記の日までに当該資金の目的以外の目的のために取り崩した額（6欄）の詳細

申請時の帳簿価額 取り崩した額資金の名称 事業番号 資金の目的

円

計
円

円

円

円

2

申請時の帳簿価額
交付された
財産の額面積、構造、物量等

1
円

使用目的等

番
号

1

2

番
号

滅失、き損した
財産の名称

場所
事業番号

申請時の帳簿価額
場所

面積、構造、物量等
使用目的等

円

譲渡した
財産の名称

事業番号

円

円
計

円

番
号

円

円

譲渡により得た額

円

円

4欄及び5欄について、移行登記の日までに当該資金の目的以外の目的のために取り崩した額 6

円
1

移行時の公益目的取得財産残額（1欄+2欄+3欄+4欄+5欄+6欄）

円

2
円

計
円

円

円
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡前又は滅失若しくは毀損前における当該財産の

使用目的を記載してください。 

ⓖ 使用目的等 

ⓖ 

移行認定の申請の際に添付した貸借対照表の貸借対

照表日における帳簿価額を記載してください。 

ⓗ 申請時の帳簿価額 

取崩前における当該資金の使用目的を記載してくだ

さい。 

ⓘ 資金の目的 

 

この様式を作成する場合には、移行の登記の日の前日の財産目録とあわせて提出してください。 

ⓖ 

ⓗ 

ⓗ 

ⓘ ⓗ 
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Ⅲ-7 別紙５：その他の添付書類 

 

 添付書類の確認 

 

   事業報告等に係る提出書類の提出に当たっては、上記Ⅲの書類のほか、次の添付書類を

提出する必要があります（認定法§21Ⅱ、§22、認定法施行規則§28、§38）。 

 添付漏れがないよう、下表の右欄■に「✔」を記載しながら、確認してください。 

                                  ＜記載例＞ 

 

添 付 書 類 一 覧 

① 財産目録  

② 役員等名簿  

③ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類  

④ 社員名簿（公益社団法人のみ）  

⑤ 貸借対照表及びその附属明細書  

⑥ 損益計算書及びその附属明細書  

⑦ 事業報告及びその附属明細書  

⑧ 監査報告及び会計監査報告 

  （※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみ） 

 

⑨ キャッシュ・フロー計算書（※作成している場合又は会計監査人を設置しなければなら

ない場合に限る。） 

 

⑩ 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書  

（以下は必要な場合に提出すべき添付書類）  

⑪ 許認可等を証する書類（※許認可等が必要な場合のみ）  

⑫ 事業・組織体系図（※複数の事業又は複数の組織（施設や事業所等）がある場合のみ）  

⑬ 社員の資格の得喪に関する細則（※公益社団法人の場合であって、定款のほかに、社員

の資格の得喪に関し何らかの定めを設けている場合のみ） 

 

⑭ 会員等の位置づけ及び会費に関する細則（※定款のほかに、会員等の位置づけ及び会費

に関する何らかの定めを設けている場合のみ） 

 

⑮ 寄附の使途の特定の内容がわかる書類（※公益目的事業以外に使途を特定した寄附があ

る場合のみ） 

 

 

（注） 

  ① 特例民法法人が移行認定を受けて公益法人になった場合の最初の事業年度の事業報告

の際は、移行の登記の日の前日の財産目録等についても提出する必要があります（59頁、

60頁を参照）。 

    公益目的保有財産については、財産目録等において公益目的保有財産である旨を表示

することとされております（認定法施行規則§31Ⅲ、公益認定等ガイドライン P．15）。 

    公益目的保有財産（1 号財産）と 2 号財産との共有財産については、認定法施行規則

附則§Ⅺにおいて、「財産目録において当該共用財産である旨及び当該共用財産に係る同

項に規定する割合（共用割合）を明らかにする方法」で表示することとされています。 

✔ 
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    例えば、「共用財産であり、うち○％は公益目的保有財産として公△事業の用に供し、

○％は管理運営の用に供している。」などの方法が考えられます。 

②④ 役員等名簿又は社員名簿は、行政庁に対し閲覧又は謄写の請求があった場合に、個

人の住所に係る記載の部分を除外して請求に応ずることとなりますので、当該記載を除

外した名簿についても併せて提出してください。 

  ③ 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法等を明らかに 

して、提出してください。 

  ⑤～⑧ 特例民法法人が移行認定を受けた際には、移行の登記の前後で事業年度を区分し

ていただく必要があります（整備法施行規則§2）。この場合、（ア）特例民法法人として

の最終事業年度（移行登記の日の前日を末日とするもの）に係る計算書類等、（イ）その

前の事業年度に係る計算書類等、（ウ）公益法人としての初年度（移行登記の日を開始日

とするもの）に係る計算書類等について、それぞれ作成することとなります。事業報告

の際は、（ウ）の計算書類等を提出してください。 

    また、一般社団・財団法人が公益認定を受けた際には、公益認定の前後で計算書類等

の作成期間を区分していただく必要があります（認定法施行規則§38Ⅱ）。この場合、計

算書類等については、（ア）一般法人としての最終年度（当該事業年度の開始の日から公

益認定を受けた日の前日までの期間）と（イ）公益法人としての初年度（公益認定を受

けた日から当該事業年度末日までの期間）とに分けて作成することとなります。事業報

告の際は、（ア）及び（イ）の計算書類等を提出してください 13。 

  ⑤ 貸借対照表は、収益事業等から生じた収益のうち 50％を超えて公益目的事業財産に繰

入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計（公益目的事

業会計）、収益事業等に関する会計（収益事業等会計）及び管理業務やその他の法人全般

に係る事項（公益目的事業や収益事業等に属さない事項）に関する会計（法人会計）の

３つに区分して表示する必要があります。また、一旦 50％超の繰入れを行った場合には、

その後の繰入れが 50％にとどまった場合であっても、継続性の観点から区分経理を維持

していただくことが適当です。 

  ⑥ 損益計算書（正味財産増減計算書）は、内訳表において会計を公益目的事業に関する

会計（公益目的事業会計）、収益事業等に関する会計（収益事業等会計）及び管理業務や

その他の法人全般に係る事項（公益目的事業や収益事業等に属さない事項）に関する会

計（法人会計）の３つに区分し、さらに収益事業等ごとに表示する必要があります。内

訳表においては公益目的事業も事業ごとに表示する必要があります。 

    なお、公益目的事業のみを実施する法人については、損益計算書内訳表で法人会計区

分を設けないことができます。 

⑩   当該事業年度中に滞納処分を受けたことがないことの証明書になります。当該事業年

度の期間が全て含まれていれば、認定申請時と同じく、過去３年以内に滞納処分を受け

たことがないことの証明書でも構いません。 

なお、最初の事業年度の事業報告の際は、認定申請書に添付した納税証明書における

証明の期間の末日から当該事業年度の末日までの期間が、全て含まれている必要があり

ます。 

また、証明書は、国税にあっては「納税証明書（その 4）」になります。地方税にあっ

ては様式が自治体ごとに異なるため、各地方公共団体の税担当窓口にお問い合わせくだ

                                                                         
13 事業報告の際は、(ア)及び（イ）の計算書類等の提出が必要となりますが、各別紙・別表は、公益法人となった後の数値等

を記載する必要がありますので、（イ）の計算書類等（公益認定を受けた日から当該事業年度末日までの期間に係る計算書類

等）から算出・転記等してください。 
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さい。「納付税額等の証明書」ではありませんので、ご注意ください。なお、地方税に

あっては、従たる事務所としての登記の有無にかかわらず、全ての事務所所在地につい

て提出してください。 

⑪ 既に提出している許認可等に有効期限があり、これを経過している場合には再度提出

してください。 

  ⑫～⑭ 既に行政庁に提出している場合であって、その内容に変更がないときは添付不要

です。その際、⑬の「社員の資格の得喪に関する細則」及び⑭の「会員等の位置づけ及

び会費に関する細則」は、変更の内容が分かるもの（例：新旧対照表）を併せて添付し

てください。 

 

なお、②の「役員等名簿」については、特有の書類ですので、様式を用意しています。

その記載要領は、64頁をご覧ください。⑫の「事業・組織体系図」については、掲載した

作成例を参考に作成してください。その他の添付書類については、それぞれ所定のもので

差し支えありません。 

   また、電子申請の場合は、ワードプロセッサ等で作成した電子ファイルを PDF化した電

子データや、スキャナで取り込んだ PDF形式の電子データによる提出も可能です。スキャ

ナがないため書類の電子データ化ができない場合は、紙媒体により提出してください（ポ

ータルサイト」上で紙媒体により提出する書類のリストを作成して頂くこととなります。）。 
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 役員等名簿 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 

役員等名簿 
 

１．評議員（公益財団法人の場合のみ） 

番

号 

フリガナ 

氏  名 
常勤・非常勤 住所 

 〒   -     
1 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
2 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
3 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
4 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
5 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
6 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
7 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
8 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
9 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
10 

 
常勤・非常勤 

 

   
２．理事（注） 

番 

号 

フリガナ 

氏  名 
常勤・非常勤 住所 代表理事 

 〒   -      1 
 

常勤・非常勤 
  

 〒   -      
2 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
3 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
4 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
5 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
6 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
7 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
8 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
9 

 
常勤・非常勤 

  

 〒   -      
10 

 
常勤・非常勤 

  

注 代表理事は、その者の「代表理事」の欄にレ点を記載してください。 

 

３．監事 

番

号 

フリガナ 

氏  名 
常勤・非常勤 住所 

 〒   -     
1 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
2 

 
常勤・非常勤 

 

 〒   -     
3 

 
常勤・非常勤 

 

  
 

当該事業年度の末日時点における評議員（公益財団法

人の場合）、理事、監事を記載してください。 

 

行政庁が、理事等の住所地の市町村に確認する場合が

ありますので、居所（例：会社の所在地）ではなく、

生活の本拠たる住所（民法§22、§23）を記載してく

ださい。 

氏名の欄（フリガナ含む。）は、姓と名が区別できる

よう間を空けて記載してください。 

 

行政庁に対し、閲覧又は謄写の請求が合った

場合には、個人の住所に係る記載の部分を除

外して請求に応じることとなります。 

 

よって、役員等名簿は、 

① 全ての事項を記載したもの 

② 住所部分が空欄のもの（閲覧用） 

の２種類を提出してください。 
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複数の事業又は複数の組織（施設や事業所等）がある法人は、法人全体の事業・組織の全体像、そして別紙 3

の掲げる各事業の位置づけや関連性の状況を、簡潔に説明していただく資料として、次の作成例を参考に事業・

組織体系図を作成し、添付してください（事務所や事業所等法人を構成する組織が単一で、かつ、その行う事

業〔下の作成例に示す第三階層を構成する事業〕が単一の法人は、作成する必要はありません。）。 

なお、事業所については、従たる事務所としての登記の有無にかかわらず記載してください。 

当該事業年度の末日時点における状況を記載してください。なお、既に行政庁に提出している場合であって、

その内容に変更がない場合は、提出不要です。 

 

 添付書類―――事業・組織体系図 

 

 

 

 

 

 

 

＜作成例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部

Ａ支部

公１ ○○事業

公２ △△事業

収１ □□事業

公３ ▲▲事業

公４ ◎◎事業

事業・組織体系図の例

事業・組織体系図の作成上の留意点
① 一番左の階層（下図の「本部」の階層。「第一階層」という。）には、本部、各施設（又は各支部）を記載
してください。その際、施設や事業所、支部事業所の所在地を併せて記載してください。（本部しかない
場合には、この階層は記載する必要はありません。）

② 第一階層の右の階層（下図の「公１ ○○事業」の階層。「第二階層」という。）には、「事業の一覧」の事
業番号と事業を記載してください。

③ 第二階層の右の階層（下図の「公１（１）○○セミナー」の階層。「第三階層」という。）には、第二階層を
構成する事業を記載してください。（組織が単一の場合において、第三階層を構成する事業が一つし
かない場合は、この事業・組織体系図を作成する必要はありません。）

収２ ☆☆事業

Ｂ支部

公３ ▲▲事業

公５ ●●事業

収３ ☆☆事業

Ｃ支部

公６ ▼▼事業

公７ ▽▽事業

収３ ☆☆事業

所在地：○○県○○市
○○町○－○－○

所在地：○○県○○市
○○町○－○－○

所在地：○○県○○市
○○町○－○－○

所在地：○○県○○市
○○町○－○－○

※

※

公３（１） ▲▲シンポジウム

公３（２） ▲▲シンポジウム

公４ ◎◎相談

公１（２） ○○セミナー

公１（１） ○○セミナー

公２（１） △△講習

公２（２） △△講習

収１（１） □□セミナー

収１（２） □□セミナー

収２ 食堂

公３（３） ▲▲シンポジウム

公３（４） ▲▲シンポジウム

公５ ●●相談

収３ 売店

公６（１） ▼▼シンポジウム

公６（２） ▼▼シンポジウム

公７ ▽▽業務

収３ 売店

（※） 複数の施設（又は支部）において、事業の実態等から
類似、関連するものがあれば括っても構いません。
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Ⅲ-8 参考資料 

 

◆  参考資料―――当事業年度における監督上の処分又は指導の一覧 

 

 

 
 

【参考資料：監督上の処分等に対する措置状況の一覧】 
 

 
自  年  月  日 法人コード  事業 

年度 至  年  月  日 法人名  

 
 

１．行政庁から受けた監督上の処分又は指導に対する措置状況の一覧 

 

処分又は 
指導の日付 

監督上の処分又は指導の内容 法人における措置状況 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  注 当事業年度に行政庁から受けた勧告、命令及び指導（書面によるものに限る。）に対する措置状況を記載してく

ださい。また、当事業年度以前に受けたものでまだ改善がなされていないものも記載してください。 

 
 
 

２．行政機関から受けた指導等に対する措置状況の一覧 

 

指導等の日付 指導等の内容 法人における措置状況 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  注 当事業年度に、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとして行政機関から受けた指導、命令等（書面

によるものに限る。）に対する措置状況を記載してください。また、当事業年度以前に受けたものでまだ改善がなさ

れていないものも記載してください。  

 

 

当該事業年度において、公益認定を受けた行政庁か

ら、勧告、命令又は指導（書面によるものに限る。）

があった場合に、その内容及び措置状況を記載してく

ださい。 

当該事業年度以前に受けた勧告等で、まだ改善がなさ

れていないものも、その措置状況を記載してくださ

い。 

ⓐ 行政庁から受けた監督上の処分又は指導

に対する措置状況の一覧 

 

 

１以外に、行政機関から指導、命令等（書面によるも

のに限る。）があった場合に、その内容及び措置状況

を記載してください。 

当該事業年度以前に受けた指導等で、まだ改善がなさ

れていないものも、その措置状況を記載してくださ

い。 

ⓑ 行政機関から受けた指導等に対する措置

状況の一覧 

ⓐ 

ⓑ 
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Ⅳ 提出 
 

Ⅳ-1 提出の方法 

 

  所定の事項を記載した提出書及び所要の添付書類を用意した後、事業計画書等については

毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等に係る提出書類については毎事業年度終了後

３箇月以内に行政庁に提出してください。 

提出するには、①電子申請、②窓口提出、③郵送提出の 3とおりの方法があります。 

 (1)  電子申請  

電子申請には ID及びパスワードが必要です。ID及びパスワードの取得方法は、4頁を参

照してください。 

なお、代理人による提出の場合は、法人において代理人を登録し、代理人は代理人用の

ID及びパスワードを使用して代理提出を行います。 

下記(2)・(3)による提出も可能ですが、電子申請の方が簡便で利便性に優れていますの

で、行政庁としては、電子申請をお奨めしています。 

 

 (2)  窓口提出  

提出先の行政庁に来訪され、担当の窓口に提出いただくこともできます。行政庁におい

ては、提出書類の形式的な要件（提出法人の住所、名称、代表者の氏名及び代表者印の捺

印があること等）を確認するとともに、提出書類を持参した者（当該法人の役職員）の本

人性を確認させていただきますので、その身分を確認できる証票（例：身分証明書）を携

行ください。 

また、代理人による提出の場合は、当該代理人の身分を確認できる証票（例：身分証明

書）を携行し、提出権限を授権されていることを証する委任状を提出してください。 

 

 (3)  郵送提出  

所定の事項を記載した提出書類を整えて、行政庁に郵送いただくこともできます。なお、

受付けの通知を希望する場合には、提出書類の控えと必要金額の切手を貼付の上、返信す

る宛て所及び宛て名を記載した封筒を同封いただければ、受付終了後、通知します。 

 

 

Ⅳ-2 提出後に書類の不足等が判明した場合 

 

 いったん受け付けた提出書に必要な書類が添付されていない場合、提出書類の記載内容

が不明・不十分である場合等には、行政庁から、必要に応じて、資料の追加や提出書類の

修正を指導する場合があります。 

 また、行政庁は、事業計画書等及び事業報告等に係る提出書類において、公益法人が認

定申請書に記載していた公益目的事業がその記載どおりに実施されているか否か、公益目
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的事業費率が 50％を超えているか否か、将来の事業資金（特定費用準備資金、資産取得資

金等）が計画どおり使用されているか否か等について確認し、必要に応じて報告徴収、立

入検査、勧告、命令、公益認定の取消しなど監督上の必要な措置を講じることがあります。 

 なお、提出後に、本件提出を担当する役職員やその連絡先等に変更があった場合等には、

速やかに、行政庁にその旨通知し、行政庁の指示を受けて対応してください。 
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Ⅴ 開示 
 

Ⅴ-1 事業計画書等の開示 

 

  Ⅱ及びⅢにより作成した、事業計画書等及び事業報告等に係る提出書類については、行政

庁へ提出するとともに、公益法人の事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合、正当な理

由なくこれを拒んではならないこととされています（認定法§21Ⅳ）。 

公益法人が、閲覧の請求に応じることが必要な書類は、次のとおりです。 

 

《 公益法人が、閲覧の請求に応じることが必要な書類（認定法§21Ⅳ） 》 

書 類 名 備置が必要な期間 

毎事業年度開始の日の前日までに作成するもの 

① 事業計画書 
毎事業年度開始の日の前日までに作成し、 

当該事業年度の末日まで 

（主たる事務所・従たる事務所とも） 

 ② 収支予算書 

 ③ 資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類 

毎事業年度の経過後に作成するもの 

 ① 財産目録 

毎事業年度経過後３箇月以内に作成し、 

・主たる事務所では５年間 

・従たる事務所では３年間 

  ② 役員等名簿（注１） 

 ③ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の

支給の基準を記載した書類 

 ④ キャッシュ・フロー計算書（注２） 

 ⑤ 運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを

記載した書類 

 ⑥ 貸借対照表及びその附属明細書 
定時社員総会又は定時評議員会の２週間前の

日から 

・主たる事務所では５年間 

・従たる事務所では３年間 

 ⑦ 損益計算書及びその附属明細書 

 ⑧ 事業報告及びその附属明細書 

 ⑨ 監査報告及び会計監査報告 

（会計監査報告は、会計監査人設置法人のみ） 

その他常時備置が必要なもの 

 ① 定款 － 

 ② 社員名簿（注１） － 

（注１） 役員等名簿及び社員名簿については、当該公益法人の社員又は評議員以外の者から閲覧の請求

があった場合には、個人の住所部分を除外して、閲覧をさせることができます（認定法§21Ⅴ）。 

（注２） キャッシュ・フロー計算書の作成については、1頁の脚注 3をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室 

内閣府 公益認定等委員会事務局 

相談：０３－５４０３－９６６９（平日 10：00～16：45） 

システム関係：０３－５４０３－９５８７（平日 9：30～18：15） 

※法人の担当者を御存じの場合は担当にご確認ください。 

新しい公益法人制度の詳細については、次のホームページをご覧ください。 

ホームページ https://www.koeki-info.go.jp/  

 

 お問合せ先は ・・・  
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